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午前１０時００分 開会 

○池戸座長 それでは、皆さんおはようございます。定刻になりましたので、ただいまか

ら第10回の食品表示一元化検討会を開催したいと思います。 

 今日の出席状況ですけれども、上谷委員、それから迫委員から欠席の御連絡をいただい

ております。 

 本日は、加工食品の原料原産地表示、それから栄養表示の検討の方向についての資料を

事務局に作成していただきましたので、これらに基づいて御議論をいただきたいと思って

おります。 

 なお、本日は、12時に終了予定としておりますので、円滑な議事の進行に御協力のほど、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ここで、カメラの方につきましては御退席をお願いいたしたいと思います。

報道関係の方も座席の方にお戻りいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（報道陣退席、移動） 

○池戸座長 議事に入る前に、まず、事務局より資料の確認をしていただきます。 

○平山企画官 資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に議事次第を配付しておりますけれども、その一番下に配付資料一覧というもの

がございます。今回は資料は２つ、まず、資料１といたしまして、「新たな食品表示制度

における加工食品の原料原産地表示についての方向感（案）」、それから、資料２として、

「新たな食品表示制度における栄養表示についての方向感（案）」を配付しております。 

 それから、鬼武委員、森委員、森田委員、山根委員より資料を御提供いただいておりま

すので、この資料につきましては、卓上にのみ配付しております。 

 なお、ホームページ上への掲載等につきましては、各委員と御相談して決めたいと思っ

ております。 

 よろしゅうございましょうか。議論の途中でも、資料の落丁、あと欠落等ございました

ら、事務局の方までお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○池戸座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、初めに、「新たな食品表示制度における加工食品の原料原産地表示について

の方向感（案）」という資料に基づきまして、事務局から御説明をいただきたいと思いま

す。 

○中村委員 座長、ちょっと長官がいらっしゃる間にどうしてもお聞きしたいのは、この

検討会に課せられた役割というのか、すなわち閣議決定されている内容に、検討会自体は、

平成22年３月30日の消費者基本計画という閣議決定に基づいてこの検討会をやっておられ

るわけですね。そうであったとしたら、検討会自体の性格が、その閣議決定と違うことを

決めたりすることができるような検討会なのですか。この性格について長官に伺いたいと

思います。議論に入る前に、ここの役割ですよ。 

○池戸座長 この件につきましては、一番最初の検討会において事務局から御説明はあっ
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たかと思いますけれども、せっかく長官が来られていますからお聞きしてもよろしいでし

ょうか。 

○福嶋消費者庁長官 今日は最後までおりますので。 

○中村委員 そうですか。失礼いたしました。お忙しいと思ったので、すみません。 

○福嶋消費者庁長官 いるうちにということですが、お気遣いなく。 

○中村委員 わかりました。 

○福嶋消費者庁長官 当然、閣議決定を踏まえたものですので、閣議決定を踏まえた議論

をしていただきたいというのが私どもの立場です。ただ、何か議論に枠をはめて、一つひ

とつの発言で、今の発言は閣議決定とどうこうというような堅苦しい話ではなくて、自由

に大いに議論していただきたいのですが、議論の目的自体は、閣議決定を踏まえてという

ことですので、それは、当然おっしゃるとおりだと御理解いただきたいと思います。 

○中村委員 ありがとうございます。すみません、座長。 

○池戸座長 よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、最初の原料原産地の方の説明をお願いしたいと思います。 

○平山企画官 資料１について御説明申し上げます。資料１「新たな食品表示制度におけ

る加工食品の原料原産地表示についての方向感（案）」でございます。 

 まず冒頭、１枚目でございますけれども、これまでの経緯ということで整理しておりま

す。 

 まず、最初の○でございますけれども、前々回、第８回でございますけれども、たたき

台案ということで、まず、誤認防止を義務付けの根拠とするという考え方をお示ししたと

ころでございます。点線の中に囲ったものが、その関係部分の抜粋でございます。それで、

第８回検討会で御議論いただきました。そこで一番多かった御意見として、このたたき台

案の記載内容では具体的な義務化のイメージがわからないという御意見をちょうだいいた

しました。また、それ以外に委員の中から、そこにございますように、例えば「原材料に

価格差があって、それが最終製品の価格に反映されていないと疑いがあるもの」とか、あ

と、例えば「冠表示がある食品」というものを考えてはどうかという御意見があったとこ

ろでございます。 

 こういったこれまでの経緯を踏まえまして、２ページ目以下でございますけれども、別

紙ということで具体的イメージを整理いたしましたので、これについて御議論いただけれ

ばと思っております。 

 別紙「義務化の具体的なイメージ」でございますけれども、まず、消費者から見たとき、

原料原産地の誤認を防止する観点から、２の方式がございますけれども、(1)の方式によ

り、あるいは「これと併せて」というのは、(1)の方式と(2)の方式の併用、あとは、「又

はこれに替えて」というのは、(1)の方式か(2)の方式かどちらかを選択するということで、

いろいろ組み合わせがあるのですけれども、いずれにしても(1)の方式なり(2)の方式をも

とに、原料原産地の表示を義務付けるということを検討してはどうかとしております。 
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 まず、(1)でございますけれども、これは、指定加工食品に原料原産地表示を義務付け

る方式ということでございます。まず、その義務付けの根拠、アでございます。国産の加

工品につきましては、皆さんが店頭で御覧になりますように、製造業者名とか販売業者名

が付されているということでございますので、一般の消費者が加工食品の表示を見て、加

工食品の原産国、すなわち、加工地でありますけれども、それが日本である、国産である

といったときに、更には原料の原産地も日本であるという認識、そこにおそらく誤認があ

るということだろうと思いますので、その誤認を打ち消すために原料原産地を表示してい

ただこうと思っております。 

 それから、指定のメルクマール、これもそこに２つほど載せてございますけれども、や

はり誤認する可能性としては、こういったものがあるのではないかとしてございます。 

 まず、（ア）でございますけれども、一般の消費者から見ると、そこに３つほど例がご

ざいますけれども、調味、それから塩蔵、あと乾燥等簡単な加工行為を行っただけの場合

には、加工食品とその原料の原産地を同一視する傾向がある。一般消費者は、単に味付け

しただけで加工地が変わってしまうということは、まさか味付けしただけで加工地が変わ

るのではないということで誤認するということがあると思います。 

 それから、（イ）のところは、国産原料と海外原料で価格差がある。それが、一般消費

者側から見ると、加工食品の価格にも原料の価格差が反映されると見る傾向があるケース

でございます。 

 それから、（ウ）、これは義務付けの対象の原料でございますけれども、ここは、原材料

に占める重量の割合でいきますと、トップの生鮮食品、そこに首位原料とございますけれ

ども、基本的には、そのトップのものについて原産地を書いていただくということにした

らどうかと思っております。 

 それから、義務付けの手続でございますけれども、例えば、加工度が低く、生鮮食品を

主原料とする加工食品について、関係者の皆様方に、一般の消費者が最終製品である加工

食品の加工地と原料原産地が同じであると誤認する可能性が高いかどうかを御議論いただ

いて、これについての可能性が高いだろうというものについては、品目を個別に指定する

ことにしてはどうかと思っております。 

 １枚おめくりいただきますと、オというところで、現行要件との関係性ということがご

ざいますけれども、現行制度との比較でいきますと、まず、現行制度では品質の差異とい

うものが大きな要件になっておるのですけれども、それが限定されないということとか、

あと、重量の割合、これは今、基本的に50％以上というルールがございますけれども、そ

のルールに限定されない。ですので、首位原料が重量比で５割以下、例えば、２割、３割

でも、トップであれば表示していただくということを考えているところでございます。 

 それから、(2)に参りますと、指定加工食品のうち、一定の強調表示がされているもの

に原料原産地表示を義務付ける方式ということでございます。ここの「指定加工食品のう

ち」というのは、(1)の食品のうちということではなくて、(1)と(2)の大きく２つの別の
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カテゴリーがあると御理解いただければと思っております。 

 (2)ですけれども、ある程度加工度の高い食品であっても、国産の加工食品に加工地の

地名、どこどこで加工したということが積極的に表示されている場合については、その原

料の原産地も日本であると誤認される可能性が高くなると。やはりそういう積極的な表示

がある場合には、そういった誤認を打ち消すために原産地を書いていただいてはどうかと

思っております。 

 そこに、アとして、その例を示してございますけれども、特定の加工地を強調して表示

している食品ということで、「りんごチップス」というものを例として示しておりますけ

れども、例えばＡ国産、これは海外のリンゴを使用して、それを輸入してＢ県で加工、乾

燥させたというようなりんごチップスといったときに、「Ｂ県加工」と書いた場合、その

ことによって、Ｂ県もしくはその近県でとれたリンゴを使っているのではないかというよ

うな誤認がある場合は、やはり原料についても、海外産であれば海外産であることがわか

る「Ａ国産」ということを表示してはどうかと思っております。 

 イのところ、義務付けの手続につきましては、これは(1)と同様ですけれども、個々の

品目によっていろいろなケースが想定されますので、個別に議論して規制していくとして

はどうかと思っております。 

 以上、この資料を踏まえて御議論いただければと思っております。よろしくお願いいた

します。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして御意見、御質問ございましたらどうぞ。丸山委員。 

○丸山委員 たたき台、イメージを出していただいて、しっかりとしたまとめにしていき、

討議を深めるという意味で、３つちょっと教えていただきたいと思います。 

 １つは、今回、義務付けということで検討に入っているわけですけれども、実際のとこ

ろ、私たちの食生活は、製品、半製品、そして原料という形でかなり輸入食品に頼ってい

るのも実態だと思うんですね。そういうときに、いわゆる製品、特に製品が多いと思いま

すけれども、いわゆる輸入品についても同様にそういう義務付けというようなものが実現

可能なのかということについて教えていただきたいところが１つです。 

 それから、２つ目は義務付けでありますが、いわゆる業界団体においての自主的な努力

を支援するということを更に義務付けとしていく、その意味合いについて、もう一度、す

みません、確認のために教えていただきたいということが２つ目です。 

 ３つ目は、品質の差異というものが出てきます。それで何となくわかったような気にも

なるのですけれども、なかなかその部分の差異がある、なしというのは、かなり価値観も

含めてあろうかと思うんですが、その辺の品質の差異というものの考え方についてちょっ

と教えていただければ。 

 その３点をお願いします。 

○増田課長 原料原産地が加工品である輸入品に義務がかかるのかというお話については、
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現行のルールにおいては、輸入加工品については義務がかかっていないとなっております。 

 今、御提示している誤認が生じる場合というものも、基本的にここで想定しているのは、

国産のもので、原料が国産であるか輸入品であるかというところの誤認に着目しています

ので、今回、提案しているものについても、国産の加工品を対象にするということを考え

ております。 

 それと、自主的な努力との関係ですが、自主的な努力を促すことは大変大事だと思って

おりますが、特に、誤認が生じるような場面では、義務表示を考えていく必要があるので

はないかと思っております。 

 最後の品質の差異というのは、今のＪＡＳ法の中で原料原産地の議論をする上でも常に

議論になるところでございます。基本的には物の違いということなのですが、その範囲に

ついては、いつも議論の対象になっているところです。それゆえ、品質の差異にかかわら

ず、誤認が生じるような場合と書いてあるのですが、原料原産地の義務付けの対象になる

場合を広げていくことはできないかということを御提案しているということで、品質とは

何かの議論をすると、それだけで議論は尽きないぐらいでございまして、必ずしも統一見

解になっていないところでございます。 

○池戸座長 よろしいですか。では、中村委員。 

○中村委員 誤認惹起が一番大きな問題だと僕は思うのです。加工度で考えるとか、そう

いうことではなくて、例えば、消費者が流通でサンドイッチを買ってくると。では、ハム

サンドにしようか、野菜サンドにしようか、チキンカツサンドにしようかと選択するわけ

です。例えばチキンカツサンドをとったときに、チキンカツのそのチキンそのものもタイ

であるし、チキンカツまで例えばタイでつくってきて、それで国内で加熱をして、ソース

をかけて、それでサンドイッチにしたというチキンカツがあったとしても、消費者はそう

であることがわからないわけでして、まさかそれが、例えばタイでやっているということ

はわからないわけですね。だから、これだったら国産ではないかと思ってしまう。やっぱ

りそこの誤認惹起の問題をきちんとやる必要があるのではないかと思います。 

 例えば、また更に言えば、惣菜で買ったら原産国がわかっても、弁当で買ったら原産国

が判明しないという例は多々あると思うんですね。だから、特に僕らは、高齢化社会にな

ってきて、これからお弁当の利用というのは随分多いと思うので、その辺の誤認惹起が現

実に起こっているわけですから、やはりこれは、不公正な取引というのか、公正な取引を

やっていくという観点からすれば、先ほどおっしゃった品質とかということではなくて、

誤認惹起が起こるか起こらないか、あるいは現実に起こっているわけなので、そこを解決

することを是非とも考えていただきたいと思います。 

○池戸座長 二瓶委員。 

○二瓶委員 関連してですけれども、今回、この義務化の具体的なイメージということで

出ているのですけれども、例えば(1)のアで、義務付けの根拠で、原産地とか加工地とか、

誤認を打ち消すために云々とありますが、産地偽装とか虚偽表示は全く論外としても、現
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実に誤認を惹起する著しいケースというのがどれほどあるのかよくわかりませんが、ある

いは監視業務の方でいろいろ把握されているのかもしれませんけれども、具体的なイメー

ジという割にはあまりイメージできないのですね。だから、その必要性をあまり強く感じ

ないことになってしまうのですけれども、現行制度でもＪＡＳ法の品質表示基準のＱ＆Ａ

を含めて、こうした原産地と加工地とかの混同とか誤認を防止することが書かれておりま

すし、事例も出されていますし、現行法でも規制されているわけですね。それの制度自体

がまだ不備なのか、運用が不十分なのか、そういうふうにおっしゃりたいのか、それはわ

かりませんけれども、これはまたずっと前の議論の繰り返しですけれども、やはり現行制

度がどうなっているのか、どういうふうに運用されて、何か問題があるのかというレビュ

ーがされていないまま来ていることが問題だと思います。 

 したがって、仮に原料原産地表示の義務対象品を増やすにしても、現行のルールでも適

宜拡大してきたわけですよ。それについて別な要件が必要になってきたというのはあるの

だろうと思うのですけれども、いずれにしても、法律で高らかにうたわなくても、今の制

度の運用の中で見直しは十分やっていけるはずだし、やってきたわけですね。それについ

てどうお考えなのかと考えます。新たな食品表示法を一元化してつくっていくことについ

て、こうした議論がずっとあったわけですけれども、その足かせになってはいけないと思

うのですね。現行法で、現行制度で見直しは可能だと思いますので、そういうことについ

てどうお考えになるか、意見とダブりますけれども、そのように申し上げたいと思います。 

○増田課長 現行のルールですけれども、産地を表す名称であって、産地の意味を誤認す

るような表示をしてはいけませんというルールはあります。それゆえ、加工地という意味

であれば、加工地としてきちんと表示して下さいというルールはありますけれども、現行、

そういったことを表示するときに、原料の原産地を必ず表示することという明示的なルー

ルは、その規定ではございません。 

 産地を示す名称であって、産地の意味を誤認するような表示はしていけませんというル

ールの運用で、一律に原料原産地を表示するというのは困難であると思いますので、表示

させるのであれば、ルール化の議論をする必要があるのではないかと思っています。 

 もう一つ、今の加工度の低い食品と重量50％というのは、原料原産地の対象品目を具体

的に指定するに当たってのルールとして、審議会や共同会議において決まっているもので

ございまして法令に規定されているというものではありません。法律に規定していき、そ

れから告示に規定していくというより、ある意味では、もっと下位レベルでの議論になっ

ているものでございます。 

○二瓶委員 では、現行の原料原産地の対象品目、平成16年ですね、基本的には20品目が

決められて、あとで追加されてきたと。今おっしゃるようなことはわからないわけではな

いですけれども、その平成16年のときの農林水産省の告示では、いわゆる当時20品目なら

20品目、その別表にある加工食品について、製造及び流通の実態、消費者の関心、国際的

な規格の検討の状況等を踏まえて必要な見直しを行うものとするとなっていますね。そこ
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では、今おっしゃったような、単に品目を増やすだけではなくて、考え方も見直すという

ことが含まれているのではないでしょうか。つまり、告示レベルで手直しができる話でし

ょうと私は言いたいのです。 

○増田課長 どのレベルで直す必要があるかと言えば、告示は品目について規定している

だけですので、考え方が変わって品目が変われば、もちろんその部分の告示がありますけ

れども、考え方自体は、審議会における選定の考え方ですので、考え方自体は告示にも書

いておりませんので、要するに指定の考え方を直せば、告示の改正で規定するというもの

ではないということです。 

○二瓶委員 しなくてもではなくて、すればいいでしょうという話です。 

○増田課長 告示に書くこともできますけれども、今の考え方、今の位置付けで言うと、

別に告示を改正しないとできないとかということにはなっていないということです。 

○池戸座長 今の二瓶委員の御意見は、現行の品質表示基準についてということと、今ま

での議論は品質表示基準以外のものの誤認という議論もありますねということとを含めて

というようなことでしょうか。 

○二瓶委員 ここで直接議論することではないかもしれませんけれども、他に景品表示法

でも、優良誤認ということで結構幅広く規制があるわけではないですか。だから、さまざ

まな規制があるのですね。品質表示基準を含めて、それらを見直すことや何かでかなりの

ことができるのに、今回、更に考え方云々となっていますけれども、それにしては具体的

なイメージとしての事例がピンと来ないのです。将来、そういう誤認を惹起するものがも

っと多くなるだろうみたいなことなのでしょうけれども、この文章からは、何かあまり切

迫感を感じられないですね。 

○池戸座長 要するに、現行の制度からやれるのではないかという御意見ですね。 

○二瓶委員 はい。さまざまな、いろいろなことを、優良あるいは誤認を惹起するという

ようなケースはあると、それは今までの監視業務や何かの実績の中でもかなり把握できる

のではないですかということも１つあります。だから、やはりフィールドというか事実に

基づいた、実績に基づいたものから出てこないと、具体的なイメージとしてはとらえにく

いのですねということを言いたかったのです。 

○池戸座長 その意見に関連してでも結構です。どうぞ、森委員。 

○森委員 ただいまの二瓶委員の、これまでの原料原産地表示の検討に関連して、今回、

私からは資料を机上配付させていただきました。いくつかあるのですけれども、その中の

１ページ目のⅠの１のところにございますが、これは、今までの原料原産地にかかわる表

示の検討を振り返ってみると、かつても原料調達先のグローバル化が進展する中で、加工

地を強調することで原料の原産地との誤解を与えるような産地表示が行われているものが

あるためということで、平成12年３月に「原料原産地の表示のあり方」、加工食品の原料

原産地検討委員会の報告ですね、これが示されたということになっております。この報告

を踏まえて、個別品目ごとの検討を経て、農産物漬物とか、今回例にも挙げられておりま
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すようなウナギのかば焼き等８品目に、原料原産地表示が義務付けられたということです。 

 ただ、その後、消費者・事業者双方にとって、個別品目ごとの検討では、対象品目であ

るか否かがわかりにくく、多種多様な品目を個別に追加していく方式にも限界があるとさ

れ、平成16年９月に、先ほど出ておりますような品目横断的なルールが策定されたという

ことで、このとき、要件Ⅰとか要件Ⅱが決められたということになっていると思っており

ます。 

 そういうことから、原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大

きく反映されていると認識される20食品群、現在は22まで拡大しておりますけれども、そ

こに義務表示が拡大されてきたと。今までずっと広がってきていますということでござい

ます。 

 2.として、今般の「方向感（案）」、これは原料原産地の方向感（案）でございますけれ

ども、そこに示されている個別の義務付けの対象品目を指定するとしているメルクマール

は、先ほど申し上げたように、個別に判断するということでございますので、そうなると、

かつて消費者あるいは事業者双方にとって、対象品目であるか否かがわかりにくい等とさ

れた個別方式に逆戻りするということでして、基本的には、ルールの透明性や行政の予見

可能性を確保する観点から、どうもこの御提案は不適切ではないかと考えてございます。 

 そういった記述があって、いくつかその他ございますけれども、基本的には、この検討

会においていろいろ議論がなされてきているわけですけれども、そういった中身、冒頭に

まとめてはいただいているのですけれども、ここの検討会での議論がなかなかこの案の中

には反映されていないということで、唐突に誤認防止を義務付けの根拠とするという考え

方が示されておりますが、このような内容を拙速にとりまとめるということでは、関係者

の御理解を得られないのではないかと思います。別途、関係者、専門家を集めて専門的な

検討の場を設けていただいて、生産加工の実態、食品製造事業者の実行可能性、それから

消費者の利用実態、社会的コスト等の検討を十分に重ねていく必要があるのではないかと

考えております。 

 後ほどまた、個々の項目についてはいろいろ御質問等をさせていただきたいと考えてお

ります。 

○池戸座長 その関連で山根委員。 

○山根委員 今回、誤認防止ということで御提案ですけれども、その誤認の解消というこ

とは大事なことだとは思いますけれども、そこに限定されていることで、ちょっとこのイ

メージでは、今後どう進んでいくかというのが見えないです。 

 私は、机上配付をお願いしました中にも、３ページのところに書かせていただきました

けれども、多くの消費者が加工食品の原料のトレーサビリティの確立とそれに基づく原料

原産地表示というものを求めていますので、それに応じるということできちんと大転換、

舵を切っていただきたいと思っています。そのための検討会でありますし、選定要件をど

う見直すかということで議論をきちんと進めていただきたいと思います。これまで農林水
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産省の方でも積極的なこうした産地の情報提供等をしている業者を表彰する等してきてい

るわけですね。そういった努力とか経緯を無駄にしてはいけないと思っています。 

 そして、原則全てにおいて義務化というのが望ましいと思っていますけれども、例えば、

消費者の要望の多いもの、これは消費者庁の方の資料でも、例えば果実飲料であるとか、

食用油であるとか、また、日々食卓に上るもの、また冷凍食品等、そういったものに是非

義務付けしてほしいというのがたびたびあがっているところでございます。 

 そして、事故等もあったことから、東京都では条例で冷凍食品に義務付けをしています。

そしてその東京都の条例のときも、こういった義務化は食品業界全体の取組として進めて

ほしい、そういった促進もこの条例のねらいとするということに書かれております。そう

いったことで是非進めるべきだと思っています。 

 資料も配らせていただいたのですけれども、皆さん御案内と思いますけれども、韓国の

方では取組が進んでおります。商品名を書かれたものを配らせていただきました。これは、

日本農業新聞の記者の方が調査をされて、生活クラブ生協の方が翻訳してくださったもの

ですが、韓国では、農産物加工品に258品目義務が既にできている。プラス水産加工品に

も義務化がかかっていると。そういったことができているわけです。価格差、コストとい

うこともたびたび言われますけれども、それも３ページにありますように、韓国の調査に

よりますれば、コストは0.07～0.25％にすぎないという報告が出ています。生活クラブの

方のお話でも、単価500円のものの場合、かかるコストは0.35～1.25円だといったお話も

聞いております。決して無理なものではございませんし、消費者のためにきちんと情報提

供するところを消費者が応援していく、行政もきちんと開示をさせてきちんと情報提供を

見ていくということで進めていただきたいと思います。 

○池戸座長 では、森田委員。 

○森田委員 今回示されました誤認ということで、基準をつくるということなのですけれ

ども、これまでの説明と違う新しいメルクマールも出てきました。前回では、事務局より、

かつての共同会議で示されたⅠとⅡの要件にとどまらず、誤認しやすい商品を対象とする

ということで、ある程度、加工度の低い加工食品で、そう大きくジャンプするものではな

いという御説明がありましたけれども、今回示された方向案では、例えばメルクマールの

２ページの(1)のイの（イ）価格差という新しいメルクマールが加わってきています。こ

の価格差というメルクマールに関しては、きちんと検討していません。それから２要件の

50％以上というものもなくなりますし、品質の差異ということもこれでなくなるというこ

とで、これによって誤認ということで新たに品目を義務付けることができるということに

なります。これも前回の説明とは違うのではないかと思います。 

 また、50％以上の要件が、これまでの選定品目22品目、食品群プラス４品目との整合性

をどういうふうにするのかというところ、ここもよくわかりません。今までのものは50％

以上がかかっていて、これからのものが50％がかからないのかということもわかりません。 

 新たな価格差というメルクマールに関してですが、これを選定要件にすると、今までの
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実行可能性というところの議論がなくなってくるわけです。加工度が高かったり、複数の

原産国で原料をブレンドしてやっているような食品群、例えば果汁とか植物油とか、そう

いうものも当然価格差はあるわけですから、価格差で誤認ということでいけば、誤認とい

うことだけでそれを選定品目とできてしまうということになりかねません。そういうこと、

正確に表示できないというのは、結局事業者のできないこと。できないことを事業者に求

めることは、事業者の偽装表示を招くことにもなりますし、それは消費者の利益にもなら

ないと思います。 

 今回、まず価格差というメルクマールが入ったこと、それから50％を全部とって、主原

料というところで議論しているというところは、これまでの議論とはもう明らかに違う。

大きくジャンプするものと私はこれを見て思いました。誤認というのは、もうそれぞれ人

によって、先ほどのそれぞれの委員の発言によってもわかるように、全然感覚が違う、そ

の誤認というものを物差しにして固定の品目を決めていくというのは、今までの共同会議

の議論とも違うし、今までの検討会の議論とも違いますし、中間報告で出た国民のパブリ

ックコメントでもその話は出てきていません。これがいきなりこの時点で出てくるという

ことに関して、やはりとてもそのやり方に問題があるのではないかと私は思っています。 

○池戸座長 今、価格の方の話まで来てしまっているのですけれども、かなり具体的な案

という形で今回お示ししていますから、確かに唐突なところがあったと。それも含めて御

意見をいただければと思いますので。どうぞ、市川委員。 

○市川委員 今、述べられた森田委員の意見に同感です。これまでのここの検討会の議論

というものは、義務化や拡大に対して否定的というような、今回の案のところにも冒頭書

いてありますけれども、そういう方向で来ていると思っております。にもかかわらず、本

当に今回まとめられている方向感案とする内容には、これまでの検討会の大方の検討結果

というものがきちんと反映されていない上に、今、森田委員もおっしゃった誤認防止とい

うそれが、いきなり出てきたという感じがしています。 

 かつ、これから手続を個別指定していくというところまで書かれております。消費者を

誤認させるかどうかという、これは消費者の主観的な部分というものが非常に大きいもの

だと思っています。主観というのは人によってそれぞれですし、そういうものを、要は根

拠にするようなこの原料原産地表示の義務化というものには疑問を感じます。 

 消費者庁ができたときの2009年に、内田長官宛てに私どもは優良誤認の措置命令につい

て公開で質問書を出しております。あるコンビニで国内産のものではない鶏肉を使ってい

たのに「国内産」というような表示をしたということで、措置命令が出されたというもの

です。私たちは、その措置自体は当然だと思っております。ただ、優良誤認とみなす理由

として列挙された事実の一つに、「我が国で肥育された鶏の肉は、外国で肥育された鶏の

肉に比べて一般的に安全性が高い」ということが述べられているのです。私たちは、実際

に安全性云々というそこまで書かれるのであれば、その根拠をお示し下さいという質問を

出したのですが、明確な御回答をいただくことができませんでした。 
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 このように、優良誤認という「誤認」という部分は、非常にあいまいな部分を含むもの

だと私は思っております。そういうものをだれが客観的にきちんと判断できるでしょうか、

認定できるのでしょうか。私はこのようなあいまいな判断によらざるを得ないような誤認

を根拠に据えるような原産地表示の義務化については、これは拙速に義務化を進めるべき

ではない、もちろん拡大もすべきではないと考えております。 

○池戸座長 鬼武委員。 

○鬼武委員 卓上配付の資料で少し最初の部分をコメントさせていただきたいと思います。 

 実はこのコメントペーパーをつくるに当たって、ちょっとこの資料の構成を一応考えて

おりますので、全部が今日の午前中の中で多分言い尽くせないと思っていますので、そう

いう面では、資料も後ろの方につけておりますので、是非事務局の方は後ほど見ていただ

いて、参考にもしていただければと思っています。 

 最初の流れからいきますと、６ページまでが今回の消費者庁の方の事務局から出された

方向感に対する中身についての理解はどういうふうにするべきかということで書いたもの

でありまして、その次の資料１のところは、一応これまで議論してきた、実は農林水産省

と厚生労働省の共同会議のところからずっと全部この間、資料を読み返してみまして、そ

こで議論されてきたことについて書かれているもの、それから、その一部として、一回は

原料原産地についてもＷＴＯ通報していますので、その中身も一応書いています。 

 それから、資料２の方は、これも私も最初から言っていたのですけれども、現行の義務

表示をされている加工食品の原料原産地をレビューしてほしいというのがあったのですけ

れども、実際に世の中で売られている商品は、一応全部表示をつけていますので、それも

後で見ていただけばと思っています。 

 それで、ちょっと前段が長くなりましたけれども、最初に戻っていただいて、まず、事

務局の出された具体的なイメージのアのところ、(1)指定加工食品に原料原産地表示を義

務付ける方式ということでアというところが５行ぐらい書いてあるのですが、これは普通

の人は理解しにくいので、ちょっと下で赤の方に書いてみました。これが、事務局でこう

いうイメージがどうか後で御返事をいただきたいのですけれども、私が思うのは、「一般

消費者は、輸入された加工食品には、輸入品である旨の表示が義務付けられているので、

当該の加工食品の原材料を日本産であると誤認することはない。しかしながら、国産の加

工品については、製造業者名、販売業者名の表示をみて、一般の消費者は、当該の加工食

品の原産国は日本であると認識する一方、その加工食品の原料原産地が日本でないにもか

かわらず、その原材料を日本産であると誤認する場合がある。一般の消費者が、このよう

な認識（誤認）をしないようにするために、原料原産地の表示が必要かも知れない」、ま

ず、こういう文章でいいかということですね。 

 ここで提案されているのは、まず、これが、原材料が日本産であるか否かを消費者が認

識できるようにするための今回、表示制度を定める必要性があるということの理解でいい

のでしょうか。ちょっとこれはすごく大きな点だと思います。 
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 しかしながらですけれども、これは何度も言っていますけれども、今の国際的なルール

とかということから言うと、原材料が日本産であるか否かを消費者が認識できるようにす

るための表示は、外国産の原材料と日本産の原材料を差別することになる場合もあると思

われるので、そのような表示の正当性については、現在のＷＴＯの関係からは簡単に国際

的には認められてきていません。したがって、コーデックスの中でも、原料原産地表示に

おいても、その議論は注視されてきています。 

 そこで、日本が考えたのは、原料原産地については、国内に限って加工されもしくは生

産された食品に限っておいて、ＪＡＳ法の範囲でその拡大を議論されているのが実情であ

ったということを多分認識してもらわないといけないということなんですね。 

 繰り返しになりますけれども、輸入食品にも原料原産地表示を義務付けていなくて、公

正なバランスのとれた制度となるか、逆に言えば、輸入品にも原料原産地表示を義務付け

るということであれば、また、それは話が別でしょうけれども、先ほど増田さんがおっし

ゃるように、ＷＴＯの関係でそれは無理だということなのだろうと思います。 

 そういう点から言うと、消費者が誤認するかもしれないという根拠に基づいて輸入品に

は原料原産地を義務付けをせず、国内で加工・生産された食品のみ原料原産地表示を義務

付ける制度というのは、客観的に見て、国内の事業者に過度な負担を課すことになるし、

不公平な、バランスのとれない、ロジックのないというか、そういう制度になるというこ

とも当然考えないといけない。事業者の中には、こういうことを強調して歓迎する事業者

もあるでしょうけれども、一般的には、多くの事業者は、こういうことにおいて歓迎しな

いと思っていますから、そういう点から、このアの部分は、もう少し慎重に書かないとい

けないと思っています。 

 一応、コメントの最初の部分でございます。以上です。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 その他。よろしいですか。 

 これは言うまでもないのですが、８回目の議論のところで、例の原料原産地の拡大の意

味の中に誤認というものが対象となり得るということで、事務局から説明があったと思う

のです。それに基づいて、もう少し具体的にというので多分この案ができているかと思い

ます。 

 ただ、先ほど山根委員が言われた、誤認とは別に、消費者として是非知りたいというと

ころの要望があるのであれば、それに対してどうかというところの御議論も併せていただ

ければと思います。 

 では、中川委員。 

○中川委員 ちょっとこれまでの議論を知らないところもあるので、まず御質問したいの

ですが、出発点は加工食品の原産国は加工地であるという、現在のＪＡＳ法の記載のさせ

方が消費者に誤認を招きやすいというのがこの出発点であるということでよろしいでしょ

うか。そうであれば、原料の原産地表示を義務付けるかということ以前に、そもそも法律
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上、どのように加工食品について記載すればよかったか、これは加工地のみであって原料

原産地について述べているわけではないということがわかるようにするというのをまず最

初にやるべきことではないでしょうか。輸入品の例になってしまいますが、キムチについ

て、韓国からの輸入品と書いてあるので、原料は韓国だと思ったら白菜の原産地は中国だ

ったと。これは輸入品の例ですけれども、国内の加工食品も含めて、そもそもそれが何に

ついての原産国の表示なのかということ自体が紛らわしくないようにしておくことが先決

ではないでしょうか。例えば国産品の場合、加工地は日本であるということだけ表示して

あって、原料原産地は表示していないのだということ自体を明らかにするような工夫から

はじめてはどうでしょうか。原料原産地はそこに記載しているわけではないのだという書

き方に変えるというだけでも随分違うのではないかと思ったのですけれども、いかがです

かね。 

○増田課長 今の加工品の原産地は加工品をつくった場所という意味ですけれども、加工

品の原産地の書き方のルールは、輸入品については輸入国を表示する、国産品については

原産地を表示しなくてもいいということになっております。ただ、表示する義務がないと

いうことですので、どこどこでつくりましたと表示することが禁止されているわけではな

いというものであります。 

 そういった中で、今までの原料原産地の議論は、私の理解でということになるかもしれ

ませんけれども、基本的に国内でつくられた加工品については、原料も国産品ではないか

という誤認が問題になる場合があって、その解決の手段として原料原産地を表示するべき

だという議論があり、これまで22品目プラスアルファについて、その対象を拡大してきた

というものであります。 

 今までいくつか御指摘をいただきましたので、ここでお答えしたいと思います。 

 今回の議論が非常に唐突ではないかという話について、私どもが考えた経緯を申し上げ

ますと、原料原産地については、たたき台のときに、品質の差異の観点にとどまらず誤認

が生じるような場合については義務付けるということを考えていくことはどうでしょうか

ということを提示したところ、具体的にならないとわからないよという話がございました

ので、その御意見を踏まえたのが今回の資料でございます。 

 品質の差異にかかわらずというところの、まさにその品質の差異で縛られているのが今

の２要件、原産地に由来する原料の差異が加工品としての品質に大きく反映されると一般

的に認識されるということと、製品の原材料のうち、単一の農林水産物の重量の割合が

50％以上の商品であること。品質に影響を与えるものですから、それは50％、必然的にそ

れが50％なのかというのは一つの考え方かもしれないけれども、50％以上ですねというこ

とが、このときの要件の考え方と理解し、品質の差異にかかわらずというのは、ここの部

分は、もし誤認が生じるような場面があれば、この要件に当てはまらなくても指定すると

いうことができるようにしたらどうでしょうかというのが今回の考え方です。品質の差異

にかかわらずという前回のたたき台の案を具体化したのが今の部分であります。 
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 もう一つ、価格差がある場合というのは、前回ここのたたき台の議論をしたときに、主

観的に誤認する、誤認しないというものもあるけれども、やはりある程度の人が、言って

みれば国内原料のものにプライオリティーを感じ、それが価格差に反映されているような

ものであれば、やはり誤認を防止する必要性があるのではないかというような、価格差に

着目してはどうかという御意見がございましたので、それを書いたということです。市川

委員もおっしゃったように、純粋に誤認というものを主観でやるよりは、ある程度それが

一般的に誤認することの現象として、国産のものはある程度いいものだねという認識が反

映されたものとして価格差が生じているのであれば、それを使うというのは一つの考え方

なのかなと思ってここに書いております。 

 いずれにしても、価格差なんかない方がいいとおっしゃるのであれば、必ず要件になら

なければいけないというわけでもありません。また、品質という差異にとどまらずという

観点から、必ずしも50％にこだわらなくてもいいのではないかというのが今の案ですけれ

ども、何かパーセントの要件をつけた方がいいというのであれば、そういう方向で考えて

いったらどうでしょうかということだと思います。 

 もう一つ、現行の案は、品目を指定して対象を決めるいうものです。概念的なものをつ

くって、それに当てはまるものは全て義務表示をするというのでは明確性に欠けますので、

一品一品必要性を検討していく、併せて実行可能性をその都度検討していくことにしたら

どうでしょうかということをその手続のところに書いております。もちろん、今この検討

会の場で品目を決めるというのではありません。 

○池戸座長 鬼武委員。 

○鬼武委員 私の資料の４ページのところの（イ）のところで、今、価格差のところに書

いてあるのですけれども、８回目のところでそういう議論があったというのは議事録でも

読みましたけれども、実際に、この場合、価格差があるということ自体は消費者は認識を

しているから、これは、ロジックから言うと、原料原産地は逆に必要ないということにな

るのではないですか。この点については、そういうふうに私は思うわけです。 

○増田課長 多分そのときの議論は、国産の原料のものと外国産の原料のものに消費者の

価値観の違いがあって、その結果として加工品に一般的に価格差があるような場合におい

て、消費者が、プライオリティーが低いと思われる原料を使っているにもかかわらず、高

い価格のものを誤認して買うというような事態は避ける必要があるのではないかというこ

とですので、価格差があって、常に消費者が正しい選択ができる環境にあれば、それは問

題ないと思います。消費者は、原料Ａのものであれば100円払っても買いたい、原料Ｂだ

ったら80円でないと買いたくないなと言っているときに、原料ＢのものにかかわらずＡだ

と思って100円で買うような事態は避ける必要があるのではないかということです。一般

的に価格差があるということと、その価格差のゆえんたるものを消費者が逐一商品で判断

できるという場面は違うのではないかということです。 

○池戸座長 どうぞ、森委員。 
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○森委員 ただいま価格差の話が出てきましたので、そのことについて触れたいと思いま

すが、その前に、先ほど増田課長さんからの唐突にということに関して、今回の資料は、

第８回のときに、中身がよくわからないとの意見があって具体的なものを出したというお

話ですけれども、そもそも第８回の資料そのものが、今までの検討会の議論を反映してい

ないという意味で唐突にということでございますので、今回のこの資料が唐突にというこ

とではないと御理解いただければと思っております。 

 それから、価格差のところでございますけれども、私の机上配付資料の方に書いてござ

いますけれども、こちらの方向感（案）の２ページの(1)のイの（イ）のところに「国産

原料と海外原料の間に価格差があり、一般消費者側は、加工食品の価格にも原料の価格差

が反映されるとみる傾向がある」とあるわけですけれども、食品事業者は、もともと原料

の購入においては、まとめて大量に購入することとか、また、一定期間購入する契約をす

るとか、そういったさまざまなコストダウンの企業努力をまずしているということがござ

います。 

 そのことと、また、農水産原料の国際価格というのは、需給関係により大きく変動があ

りまして、内外価格差も絶えず変動し、中長期的には逆転することもあり得ること等から、

価格差を、ここでおっしゃっているように固定的な表示義務付けの対象品目の指定のメル

クマールとすることは、不適切ではないかと考えております。 

 例えば、間もなくウナギがたくさん食べられる時期になると思います。この次のページ

にも、そのウナギのかば焼きの例が出ておりますけれども、おそらく皆さんは、国産のウ

ナギの方が価格は高いと思われていると思うのです。けれども、最近というか、昨年の暮

れあたりから、実際に、これは生きたウナギでございますけれども、ウナギの卸の値段は、

国産よりも、むしろ中国産、台湾産の方が高くなっていると。品質的にも、平均的な品質

がそちらの方がいいというようなことが言われておりまして、そういったことも考えてい

ただければ、この価格差をメルクマールにするということは、なかなか難しいのではない

かと考えてございます。 

○池戸座長 中村委員。 

○中村委員 まず、価格差については、今おっしゃった部分、私自身もそう思うので、食

品関連の仕事をしていましたから、必ずしも日本の方が高くはないと。時々、国産が安く

なったり、乳関係なんかでもそういう事態が今起こったりしていますから、まさにそのと

おりなので、ここからは外していただいた方がいいのではないかと思います。 

 しかしながら、そもそも論ですけれども、冒頭にも申し上げましたように、閣議決定に

基づいてこの原料原産地を拡大していくということが施策として決まっているわけですね。

加工食品における原材料の原産地表示の義務付けを着実に拡大しますと。それで、担当は

消費者庁で、本件については継続的に実施しますということが消費者基本計画で決められ

ているわけです。したがって、今回の資料１の書き方で、これまでの経緯で、検討会の中

ではということで、それがまさに唐突な書き方であって、本検討会がどうしてこういうこ
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とを検討するに至ったかというところから書いてもらえば、これは、今回お出しになった

ものは決して唐突ではないなと思ったので、それは申し上げたいと思います。閣議決定か

ら話をすれば、全然唐突ではない話だと私は思います。 

○増田課長 私の意見というか、むしろちょっと皆さんにお伺いしたいところなのですけ

れども、前回、価格差の議論が出てきた背景は、誤認といっても、主観だけでやるのでは

なくて、一般消費者が、物をどう見ているかというのがわかる指標があった方がいいので

はないかという脈絡の中で、価格差があるようなものは、原料についてそのプライオリテ

ィーを消費者が感じているのであれば、それがはっきりわかった方がいいのというところ

判断要素として、価格差が使えるのではないかという議論であったと認識しております。 

 一方、価格差があれば何でもやるのだということではございませんけれども、客観性と

してこういうものを要件と書くのか、加味するのか、そういうことも考慮して判定しまし

ょうねということなのかはともかく、ある程度こういう客観的なものがあった方が確かに

いいのかなと思って書いたのですが、ない方がいいという感じなのでしょうか。 

○池戸座長 では、田﨑委員。 

○田﨑委員 震災以降、価格差だけではなくて、例えば優良とか安心とかの判断基準が、

単純に国産とか外国産で比較できなくなっているということがあり、また、季節とか、そ

れから生産量とか水揚げとか、原料については、価格差は流動的であるという要素もあっ

たりします。例えば産地でいくと、近隣の自治体である県産と別の県産とがあって、そこ

でとれる農産物が遺伝育種学的にはほとんど同じもので、誤認も本質的にはないようなも

のが、差になってしまうことは、問題。もう一つは、先ほど森田委員もおっしゃったので

すけれども、厳しい基準になれば、偽装の温床になってしまいます。 

 この点には配慮が必要であり、この（イ）の部分は慎重に対応していただきたいと考え

ております。 

○池戸座長 森田委員。 

○森田委員 私も価格差に関しては、価格は流動的であるということと、それぞれの会社

の努力とかで、やはり商品によって違うということもあるので、合理的な理由にはならな

いので、この（イ）という要件は外していただいた方がいいと思います。 

 私は、前回、第８回で思ったのは、そのときに誤認をするものというのは加工度がそん

なに高くないもので、誤認というようなものがあるだろうということで、前回はウナギの

かば焼きということを一例に挙げられましたけれども、私は、今、消費者の立場からする

と、どこを誤認するのかというと、例えば、今の22食品群のところの境界線にあるような

ものです。例えば、後で出てくるりんごチップスでしたら、りんごチップスの乾燥品は現

状で原産地表示が義務付けられるけれども、フライのものは義務付けられないというよう

なものがあります。 

 それから、牛のたたきは義務付けられるけれども、ローストビーフは加熱の程度が高い

ので義務付けられていないというのがあって、わかりにくい。22食品群のその周辺のとこ
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ろに、境界のところに線引きがすごくあいまいなものがあって、それが実行可能な品目で

す。加工の程度が、熱をかけるのが途中だったら義務付けられて、最後までよく熱がかか

ったら義務付けられないというのは、やはりおかしいし、そこを誤認するわけです。原形

をとどめていて、複合原材料じゃないようなものというのは、やはりまだ原料原産地表示

を拡大するそこの余地が残っている品目が割とあると思っているんですね。しかも実行可

能な品目です。 

 だから、私は前回、第８回のときにお話をお聞きしたのは、まさにそのことをおっしゃ

っているのだなとイメージしていたんです。それが、ここの誤認のところのメルクマール

の（ア）になります。低い加工度のもので、加工度が１つの工程ではなくて、例えば熱を

多くかけたものとか、そういうものに関して品目を拡大していくのかなと思っていました。 

 私は誤認という新しい選定要件を加えることに関しては反対ではなくて、今まで閣議決

定とかいろいろなことがある中で、品質だけではできないことで何か拡大していくという

ことであれば、そういった22食品群の周辺の線引きのあいまいなところのものというのは、

まだ拡大していく余地がある。それから実行可能性もあるもの、そういうものが残ってい

るだろうと思っていて、そのことをおっしゃっていたのかなと思っていたのです。今回は、

そのことを具体的にするペーパーが出るのかと思っていたのです。 

 先ほど唐突だと言ったのは、そこが出ていなくて、例えば価格というまったく新しいも

のが出てきたり、50％以上というものが取っ払われたりとか、そういうことが出てきたの

で唐突だと申し上げたわけです。その部分では、おそらく誤認ということを当てはめて、

実行可能性の部分でまだ議論の余地が残っている部分があるというところに関して、品目

を増やす。消費者からすると、何でたたきは義務付けられていて、ローストビーフは義務

付けられないのだというのは、まさにそこのところがわかりにくい、誤認を招くところが

ある。そこのところを検討してもらいたいという部分で、拡大してもらいたいということ

でございます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 では、二瓶委員。 

○二瓶委員 今の御意見に関連しますけれども、現行の原料原産地表示義務のある22品目、

20品目時代から、膨大なＱ＆Ａを読んでも、実務的には消費者の方もわかりにくいという

こともあって、それは行政にいろいろお尋ねしたりしてやってきたわけですけれども、非

常に大変なんですね。どうしても明確に区分できないところがあるわけです。 

 そういうこともあるので、新たにまたそれの基準を変える、要件を変えるとなると、そ

れも大変だなと思うのですが、何を言いたいかというと、この検討会も、本来であれば今

日が最終回であったはずなのですけれども、そうはならないというのは今の到達点からわ

かりますけれども、確かに閣議決定で原料原産地の拡大というのが決められていることは

わかります。先ほども申し上げましたけれども、義務化の具体的なイメージの中でも、な

かなか具体的なイメージがなくて、現在どのような不適切な表示が多くて、そうした誤認
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を招いているのかというようなことの事例もうかがい知れないですし、あるいは今後そう

いう誤認の可能性、誤認を惹起するようなことが不可避的なものがどういうふうにあり得

るのかというのが、全然明確ではないと思うのですね。閣議決定そのものは重要なことで

すから重視しなければいけませんけれども、現実に品目を拡大して、それの適正表示を徹

底していくということであれば、ましてその対象品目についての考え方を抜本的に見直す

のであれば、それこそこれまでの表示基準やそれに伴うＱ＆Ａなんかでカバーし切れない

ような膨大なボリュームにもなると思います。 

 したがって、これはずっと前の検討会でも申し上げたのですけれども、これ自体、併せ

て検討する課題になっていましたけれども、やはりもっと専門的なというか実務的な検討

もできるような専門家チーム立ち上げてやっていかないと、この方向感というものも定ま

ってこないのではないかと思いますので、是非、できれば共同会議のように、日常的に表

示について評価したり、分析したり、課題を整理していくというような、何か日常的な組

織というか、そういうものが必要なのではないかと思います。いずれにしても、本検討会

で、原料原産地の拡大についてこのようにやるという明快なことについてまとまった案に

はなりそうもないので、是非そういった、別途、引き続き専門家チーム等で熟議をしてい

くべきではないかと思います。 

○池戸座長 手島委員。 

○手島委員 私も森田委員の御意見に賛成なのですけれども、やはり今までの現行の制度

という中で、共同会議等で22品目と決めてきた。その議論そのものをベースにして、その

延長上の中で何が問題だったかというようなこと、その中の誤認もあるとすれば、その中

で具体的な改善を含めるというような形で議論していくのがいいのではないかと考えます。 

○池戸座長 中川委員。 

○中川委員 先ほどの質問の続きなのですが、誤認を防止するといった場合の措置として、

第１に、加工地か原料原産地かの誤認さえなければいいという解決策と、第２に、更に一

歩進んで、原料原産地まで表示するかというのは違う話だと思うのです。今回は、目的と

しては誤認を防止する観点からと書いてあるのですけれども、そのための手段として、第

２の選択肢、つまり原料原産地はどこかまで表示しろだけが掲げられていますけれども、

その一歩手前に、今、原産国と書いてあるけれども、これは加工地のことで原料の原産地

までは書いていませんよということがわかるような記載だけあればよいという選択肢もあ

るのではないか。そうしたら原料まで誤解することはないだろうという選択肢もあるので

はないかと。 

 先ほどのたたきとローストビーフの例ですけれども、ローストビーフの場合は原材料の

原産地表示が義務付けられていないのですが、それは、原料原産地の表示も義務付けるべ

きというケースなのか、それとも、いや、それは加工地がどこだということだけ書いてあ

って、原料の原産地がどこかまでは書いていませんよということだけが消費者にわかれば、

あとはそれでもいいというケースなのか。後者の場合、原料原産地までわからなくてもよ
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い消費者は買うし、私は原材料も考慮したいという人は、そこまで表示しているものを探

して買いに行くだろう、そこは事業者と消費者に委ねようというケースですね。その２つ

の解決策があって、前者の方、誤認さえしなければいいのだ、誤認防止なのだからという

選択肢が抜けているかなという気がするのですね。なので、単に加工地表示をもって、原

材料表示と間違えるのを防ぐというのであれば、法律上義務付けられている現在の記載の

仕方が、加工地だけなのに原料地のようにも見える書き方をすればよいとなっている、そ

こを変えれば済む話ではないかと思うのですけれども。 

○増田課長 原料原産地の議論のスタートは、誤認を防止するためにどうするかという話

で、委員がおっしゃるとおり「加工地」と書けば加工地とわかるではないか、およそ誤認

はしないというのは、一般ルールとしては多分そうなのだと思います。ただ、ここで今ま

での議論で言えば、梅干しに「和歌山県加工です」と表示してあれば、消費者の一般的な

理解から言うと、和歌山県で漬けた梅干しですと書いてあれば、それは梅も和歌山でとれ

たと多くの消費者は誤認するのではないかという議論から、こういう原産地を表示すべき

という議論になっています。加工地か原料の原産地がそもそもわかりにくいような書き方

をしてはいけないことは一般ルールとしてあって、その上で、更に加工地として明示して

いても消費者が適正に判断する上で十分ではないものとして原料原産地の表示のルールが

設けられています。それゆえ、現状でも22品目という、多分、全食品から言うと、非常に

限られた分野での義務付けになっているというものです。 

○中川委員 梅干しみたいに、加工地ということ自体だけでは消費者は誤解し得るので、

だから、加工地と原料の原産地の両方の欄は常にあるという記載方法にしてはどうですか。

項目としてはね。原料については、原産地の表示義務がない商品の場合は、原料原産地の

項目に例えば「（表示義務なし）」とかという表示を認めると。それで、書きたい事業者は

書いて下さい、でも、書かなくたって別に処罰はされませんよという形で。そういう方法

であれば、おまえのところは義務付けるぞという議論はかなりの場合、省けるのではない

かと。いかがですか、結果的には厳しいかもしれませんが。 

○森委員 中川先生の御意見に直接関連するということではないのですが、今の御意見は、

３ページの(2)のところに関係するかと思うのです。これも、指定加工食品のうち一定の

強調表示がされているということで、その加工地のことに触れているわけですけれども、

先ほど森田委員からもお話がございました。この中で、「その誤認を打ち消すという新た

な考え方」となっているのですけれども、これが私どもから見ると新たな考え方なのかな

というところがございまして、もう既に原料原産地表示に関するＱ＆Ａというのがござい

まして、その中で、例えば焼津産の干物といったときは、焼津産というのはあくまでも加

工地ですよ。静岡県産とかそういったものはきちんと書いて、更にその原料の魚は、例え

ば海外の「○○国」というような書き方をしなさいという基本的な指導がされているわけ

です。 

 ですから、ここで新たに取り上げている意味は一体何なのかといったところを、特に新
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たな考え方でというところが、何か別の物差しというか考え方が入っているのかどうか、

その辺をひとつお聞かせいただければと思っております。 

○増田課長 それは先ほどお話しした一般ルールで、そのときにどう書くかという話なの

ですけれども、確かに「○○県産」と書いて、そういうときには加工地なのか原料の原産

地なのかわかりにくい場合には、両方書くか、「○○県加工」と書くか、はっきりわかる

ようにして下さいとＱ＆Ａ等には書かれております。 

 私がそのときに申し上げたのは、そうなっているのについて、今の一般ルールの運用だ

といって、「○○県産加工」と書いたときにも、必ず原料原産地を併せて表示することと

いうのは、今の一般ルールの範疇で行うのは困難で、新たに、今の一般ルールは告示のル

ールですから、告示としてきちんと書いていく必要があるのではないかということを申し

上げたかったということです。 

 それで、もう一点、前の方に戻るのですが、森田委員と手島委員から、今の範囲でも加

工度が、今、指定されているもののもう一段というか、もう少し加工度が上がったような

ものでも、指定していくことは考えられるのではないかとおっしゃられていらっしゃいま

したが、今の要件である品質の問題ではなくて、消費者が誤認をするという観点で捉える

ことが適当ではないかということです。 

 今の要件では、消費者がそこを知る必要がある、誤認を防ぐ必要があるという本来のと

ころと別の点が議論のハードルになってしまうので、品質というもので物を判断するとい

う今の考え方を少し変えられないかということなのです。例として挙げられたものは品質

の違いというわけではなくて、誤認される範囲として考えてもいいのではないかというこ

とです。50％以上というルールを維持すべきでしょうか。 

○池戸座長 中村委員。 

○中村委員 今の議論の仕方として２つあると思うのです。１つは、消費者委員会自身が、

去年の７月６日の報告書では、ＪＡＳ法に基づく現行の仕組みのもとでは更なる品目拡大

を図ることには限界があるという御指摘が、消費者委員会の調査会の報告では出ているわ

けですね。だから、ＪＡＳ法に基づいた今の考え方というのが、それではもう限界がある

という指摘があるわけですから、それを超えて、例えばこの中では、消費者の商品選択に

資するという趣旨を明確にすべきだとおっしゃっておられるので、議論の仕方が問題だと

思っているのと、もう一つは、場所の話で、原産国とか、輸入品に限っても、議論の仕方

として、製造所のことですね。国内品であれば、製造者がどこどこときちんと出てくるわ

けですけれども、輸入品にも２種類あるわけで、最終的な加工をしたものが消費者に届く

ようなものであっても、では、どこの工場でつくったかということは、輸入品については

わからないわけです。ましてや固有記号を今使ったりしていますと、一番最後の販売者で

しかわからなかったりが国内品でもあるので、この原産国あるいは原産地を議論するとき

には、製造所の話も絡めて議論していかないとうまく議論がいかないのではないかという

のが一つ。 
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 それからもう一つ、議論の仕方として、加工度というのが、例えば弁当のように、すご

く加工度がある意味では上がっているわけですから、そういうものと、単純に塩漬けか何

かで日本に入ってくる。消費者にそのまま渡るものとか、その加工度の違うものもごっち

ゃに議論しているとなかなか議論ができないのではないかと。そうなってくると、これは

この消費者委員会でも御指摘のように、全ての加工食品の原料原産地表示を義務化すると

いうことで、できるだけ、どれが拡大できるかではなくて、全部やるにはどうかというよ

うな議論をしていかないといけないのではないかと思うのですよ。そのときに、今申し上

げたように、原料の原産地の話だけではなくて、工場の名前まで書くか書かないかとか、

前も議論があったと思うのですけれども、ＰＢだからどうのこうのとか、ＰＢでも、ある

会社はつくっている会社も表示されているわけです。そういった議論まで含めてやらない

と、この話はごちゃごちゃになるのではないかと思います。 

○池戸座長 山根委員どうぞ。 

○山根委員 優良誤認というようなことがたびたび出ているわけですが、実際のものより

も著しく優良であると誤認させるような表示というのは、景品表示法違反になるわけです

ね。そこのところと重なるというのか、どういうふうに考えればいいのかなというのを一

つ思います。 

 私たちは、繰り返しですけれども、よく買うものに、見て、書いてあって、それぞれの

考えで判断して選びたいと思っています。一番誤認を生むのは、書いていないからです。

書いていないから、それぞれが勝手な想像をして、誤った判断で、きっとここだろう、き

っとああだろうと思って買うわけで、だから誤認しているのだと私は思っています。だか

ら、書けるものにはきちんと書いてほしい。それで判断をするようにということを行政と

しても推奨していく、支援していくというか、教育をしていくというふうにしていただき

たいと思います。 

 それと、こういった表示の拡大ということで、国産の原材料のものを選ぶ人が増えると

いうことは、私はとても望ましいものだと思っていますし、海外でもそういったことは認

められていると思っています。 

○池戸座長 どうぞ。 

○森田委員 先ほどから全部の加工食品にという議論を、ということがございましたけれ

ども、これは私は何度も言っているのですけれども、例えば加工度の高いもので原形をと

どめているものに関しては、そういうものは今回、別途また一つのメルクマールとすると

いうことがあるのでしょうけれども、本当に加工度が高くて、複合のブレンドしたものを

海外から原材料を輸入していくような場合は、いくら消費者が知りたいと思っても、それ

は、科学的にも、合理的な理由でも表示ができないわけです。その表示ができないものに

関して、消費者が知る権利ということで、それを表示するということにやはり限界がある

わけで、そこのところを例えば除外規定にするという考え方もあるのかもしれませんけれ

ども、そうではなくて、まずやれるところを広げていこうということで進めていくのが基
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本。今回、誤認ということのメルクマールの中で、加工の程度が比較的低くて原形をとど

めているとか、表示に事後的に確認するような体制が科学的に確認できるとか、そういう

実行可能性の部分をきちんと入れていかないと、地に足のついた議論ができないわけです。 

 表示の共同会議のところでも、２要件の前提の前にきちんと「表示実行上の問題点等を

考慮しながら」と書かれているわけですね。１要件と２要件の上にそれが書かれた上での

１要件と２要件なわけで、今回のその報告書の案の中に実行性ということが全く書かれて

いない。そこでの議論になるので、論点がどんどんずれていくということになるかと思い

ます。なので、その部分を押さえた上で、どういうふうに広げていくのか、誤認に合わせ

たら、ではどういうイメージがあるのかということを、きちんとここで議論していかなく

てはいけないのだと思います。 

○池戸座長 鬼武委員。 

○鬼武委員 この各論で原料原産地が一番難しいとは思っているのですけれども、やはり

これまで共同会議、それから消費者委員会/食品表示部会の下に設置された原料原産地表

示拡大の進め方に関する調査会でも、常に誤認する点とか、今、出されたいろいろな意見

も、議事録を読んでいると同じ議論を行っているのです。何度も何度も繰り返されている

ので、私も改めて過去の資料を読むと、もう今までの議論は結構されています。したがっ

て、もう一度、事務局の方でその論点を整理して、そのロジックと、法律的にこういうふ

うにできる方向感ですか、もしくは方向性ですか、それをもうまとめてもらわないと、本

検討会のところで、多分今日の議論だと私はまとまらないような気がします。 

 私も、前提としては閣議決定に反対しているわけではないですし、むしろ前回、大臣が

来られたときにも、国際的に見てもひけをとらない規則・ルールを作らないといけないと

いうのがあると思うのです。その際に、やはり今、加工食品の原料原産地をかなり推し進

めているのは日本と韓国だけで、それは国際ルールからして、一方では、増田さんを中心

としてコーデックス食品表示部会とか国際会議に出られているわけですね。食品表示の中

で、加工食品の原料原産地表示に関する議案が、そこの議論に耐えられるかという視点が

重要ではないでしょうか。そうしないと、ＷＴＯだって、農林水産省時代には１回しか通

報していないのです。というのは、やはり国際ルールから見ると、これは日本国内だけに

適用することかなということになるから、やはりそこの部分は、国際ルールに勝てるよう

なルールをつくっておかないといけないという視点で考察するべきであり、別に原料原産

地の拡大を反対しているのではなくて、そのロジックがうまく成り立つような方向性もし

くは方向感を是非つくってもらいたいということです。 

 ですから、繰り返しになりますけれども、これまでやった表示の共同会議とかいろいろ

な会議で、これまで本検討会で委員から出されたものも議論されていますから、その論点

からどうやってもう一度踏み出すかということを整理していただいた方が、議論が進みま

す。本日の検討会ではもうこれ以上の議論は難しいかなという気がしていますけれども、

いかがでしょうか。 
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○池戸座長 私が申し上げたいことと似ていたので、多分これは、今日は方向感という形

での議論です。かつ、これについては、今言われたようにかなり議論されてきたというと

ころも一つありましてね。ただ今回、一元化ということで、品質以外のものも、品質の差

異にこだわることはないということは、多分ここの皆さん方も、そこについては理解して

いただいていると思うのですけれども、ただ、具体的なものはどうかという話になると、

これは、この案もやはり個別のものについてということで、先ほど二瓶委員が言われたよ

うに、やはり共同会議的な資料的な議論の中で何が必要か、今何が困っているかというも

のも議論していかなければいけない部分もあるのではないかと。 

 そういうものもちょっと含めて、次回は多分、もう一度報告書の案という形でお示しし

ての議論をいただくことになると思います。今日はそういう議論のたたき台ですので、意

を尽くしていない部分が十分あるかと思いますので、次回はそれを踏まえてまた御議論い

ただければと思います。 

 今日は、この後、もう一つ大きな課題がありますので、とりあえずそちらの方に進めさ

せていただくということでお願いしたいと思います。 

 それでは、次の議題で、新たな食品表示制度における栄養表示についての方向感（案）

ということで、事務局から御説明をお願いします。 

○平山企画官 資料２について御説明申し上げます。「新たな食品表示制度における栄養

表示についての方向感（案）」でございます。 

 これも資料１と同じように、まず冒頭でこれまでの経緯というものを整理しております。

まず冒頭、その点線の中、これもたたき台の抜粋でございますけれども、前回の議論の際、

基本的には義務表示とした上で、なかなか対応できない部分があるので、そこについては

義務から外すといったことを御提案したところでございます。 

 それで、点線の下でございますけれども、このたたき台に対しまして、いろいろな御意

見がございました。そこに４つございますけれども、１つは、やはり栄養成分、個体差の

大きい商品、まさに表示と実際の差が、ばらつきが多いという商品についての表示という

のは難しいだろうということと、あと、２つ目は、やはり中小事業者のはコストの面で難

しいということなので、例えばデータベース等を用意して、表示しやすい環境整備が大事

だということと、一方で、そういう中小事業者等を含めて義務化をする、除くのは不適当

だという御意見がございました。更には、義務化というよりも、自主的な取組が促進され

るように環境整備を進めるべきという御意見もございました。 

 「他方」以下で、国際的な動きについて紹介しておりますけれども、コーデックス委員

会におきましては、栄養表示につきましてはいろいろ御議論しているわけでございますけ

れども、本年５月の食品表示部会では、まず最初の・でございますけれども、「国内事情

が栄養表示を支持しない」という前提を置くわけでございますけれども、栄養表示を義務

とすべきという方向性がまとまったというところでございます。 

 そういったことを含めまして、これまた別紙ということで、義務化の考え方というもの
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を用意してございます。 

 では、３ページの方にお進みいただきたいと思います。３ページ以下、別紙「栄養表示

の義務化の考え方」でございます。 

 まず、冒頭、(1)のところで栄養表示の義務化の必要性等ということで整理しておりま

す。 

 最初のパラグラフ、「健康を」以下でございますけれども、３行目にございますように、

「健康的な食生活を営むための基礎」、更には、言い換えますと「中長期的な期間で栄養

を管理するための目安」ということで、やはり栄養成分の表示は大事だろうということを

整理しております。 

 「他方」以下でございますけれども、基本的に、先ほど御紹介したように、表示と実際

との含有量の間にばらつきがあるということですけれども、長い目で見れば、このばらつ

きが平均化されていくということがございます。ですので、栄養表示については誤差が生

じるということが、どうしてもその性格上あるという共通の認識をまず醸成することが大

事ではないかとしております。 

 それから、３パラグラフ目、「また」以下でございますけれども、一方、表示をする側

の方が見ると、あらかじめわかる数字でないと、厳密に言えば分析しないとわからないと

いうこととか、あと、表示をするためにもいろいろな準備が必要となるということを書い

ております。 

 ４パラグラフ目、「このため」以下でございますけれども、今後のやり方として、(2)の

枠組みによる義務化の方向性というものをまず定めた上で、新しい栄養表示制度が円滑か

つ速やかに導入されるように、(3)による必要な環境整備を進めることが適当とまとめて

おります。 

 (2)でございますけれども、新しい栄養表示制度の枠組みでございます。 

 まず、ア、義務化の対象でございますが、ここは２つございます。（ア）対象食品でご

ざいますけれども、ここに「原則として」とありますけれども、全ての加工食品を対象に

するということですけれども、例えばとして、栄養の供給源としての寄与が小さいもの、

例としては、これもたたき台にお示ししておりますけれども、年間の販売個数で見て、一

定数以下の商品については表示を付さないと。まさに寄与度が小さいということで、つけ

なくてもいいことにしてはどうかと思っております。 

 それから、対象の事業者につきましても、原則全ての事業者ということがございますけ

れども、家族経営のところ、零細な事業者がおられますので、そういうところに負担がか

かるということであれば、適用除外という余地も残したらどうかと思っております。 

 ４ページ目に進んでいただきますと、イということで対象とする栄養成分でございます。

栄養成分はいろいろと御意見、御議論がございますけれども、今、基本５成分ということ

ですが、やはり一旦決めてしまうと、なかなかその後で変えるのは難しいと思いますので、

義務化の施行までに結論を出すということで、引き続き議論してはどうかと思っておりま
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す。 

 その際、「なお」のところでございますけれども、コーデックス委員会のガイドライン

におきましては、基本の５成分の他に、例えば、飽和脂肪酸とか糖類といったものがござ

いますので、こういったことを含めて幅広く検討する必要があるとまとめております。 

 それから、表示の方法、ウでございますけれども、ここは２つございます。まず、

（ア）でございますけれども、表示値の設定ということでございます。これも、今までの

検討会で御提案させていただいておりますけれども、例えば、現行の誤差の許容範囲に縛

られない計算値方式の導入とか、一定の場合の誤差の許容範囲の拡大とか、これは今もあ

りますけれども、幅表示の活用ということで、より表示しやすいやり方を導入することが

適当ではないかと思っております。 

 それから、表示の媒体でございますけれども、まず、最初のパラグラフで、やはり情報

提供は大事だとしておりまして、中でも、成分によっては栄養摂取状況、例えば疾病状況

等々を踏まえて、エネルギーのように消費者の健康に影響を与える重要な栄養成分がある

と思いますので、そういったものは極力パッケージに書いていただくと。それで、その他

の成分がございますので、そういったものについては、例えば、他の媒体等を使って丁寧

に情報提供をすれば一定程度のパッケージの表示の省略を可能とする、いろいろな表示の

仕方を検討してはどうかとしております。 

 以上が(2)でございまして、以下が(3)でございます。栄養表示の義務化に向けての環境

整備でございます。 

 まず、一定の猶予期間を設けた上で、今お話しした枠組みによる義務化というものを図

るわけでございますけれども、それまでの間、いろいろ必要な環境整備をしてはどうかと

しております。 

 次の５ページ目でございますけれども、２つございます。まず、冒頭のアでございます

けれども、現行制度の下での栄養表示の拡大ということで、中には２つございまして、ま

ず（ア）新たな表示方法の導入と事業者への働きかけということがございます。今、御紹

介した計算値方式等を前倒しで導入する。そういうことで表示がしやすくなる環境ができ

ると思いますので、事業者の方に、栄養表示をする食品を更に拡大していくこととか、あ

と、今の基本５成分に加えて、いろいろな成分を増やして書いていただく。そういうこと

を事業者の方の御協力のもとでやっていただいてはどうかと思っております。 

 （イ）でございますけれども、これは、その表示を御覧になる消費者の方々にとっても、

栄養表示はどういうものだということを御理解いただくことが肝要かと思っておりますの

で、消費者の皆さんへの普及啓発、あとは共通の認識醸成といったことを進めてはどうか

としております。 

 それから、イでございますけれども、円滑に栄養表示が行えるようにするための支援と

いうことで、まず冒頭、データベースとか計算ソフトといったものがいろいろ存在してお

ります。ただ、これらをいろいろ見てみますと、給食とか、あと栄養指導とかという、い
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ろいろな幅広い目的に対応できるものでありますので、栄養成分を表示するというものに

特化されていないということで、必ずしも使いやすいものにはなっていないということが

ございます。ですので、アの取組と合わせまして、使いやすくしていくといったような支

援の充実を図っていくことが大事かと。更には、公的なデータベースというものをつくっ

て、円滑に表示ができる環境整備というものをしたらどうかと思っております。 

 最後の(4)でございますけれども、義務化導入の時期ということでございます。 

 近年、諸外国でも栄養表示の義務化が進んでいるわけでございまして、例えば、施行ま

でに５年間ぐらいの猶予期間を認めているというところがございますので、義務化の導入

時期につきましては、新法の施行後おおむね５年以内を目指しながら、今、御紹介した

(3)による取組状況を踏まえて決めてはどうかと思っております。 

 なお、企業の中でも、大手の企業の中では輸出を手がけておられる、それで、海外の表

示に対応しているところもございますので、比較的に栄養表示がつけやすいということが

あるのではないかと思っております。ですので、例えばということでございますけれども、

義務化に当たっては、こういった規模の大きい事業者から順次義務化を進めるということ

も考えられるのではないかと提案しております。 

 この資料を踏まえて御議論いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 これにつきまして、どうぞ、市川委員。 

○市川委員 要望と質問を１つ述べたいと思います。１ページのこれまでの経緯のところ

で、書き足りないところがあると思っております。「栄養表示を確認したいとの消費者の

要望は強い」と書いてあります。確かにそうです。内閣府の調査によると、栄養表示への

期待が大きいということは確かにそうです。ただ、栄養表示、栄養成分表示を見たことが

ある人は全体の４割にとどまっていて、いつもそれを参考にして選ぶ人は全体の４％にす

ぎないという、これはデータが出ております。つまり、栄養表示というものは、確かに消

費者にとっては知りたい情報であるにもかかわらず、現実にはあまり活用されていない、

そういう表示であるということを、私はまず念頭に置くべきであろうと思っておりまして、

そこのところをちょっと書き足していただけないものかなと、これは要望です。 

 質問は、栄養表示の義務化の考え方のところで、つまり栄養表示義務化の目的は何です

かというのを私は改めて教えていただきたいです。案を読んで、目的がどうも私の中では

っきりすっきりと腑に落ちてこないので、明確にこの義務化の目的を教えて下さい。 

○増田課長 栄養表示義務化の目的ですけれども、栄養表示については、今、世界的にも

義務化について動きがあるわけでございます。その背景としては、先行しているところも

あるのですけれども、2004年のＷＨＯの世界戦略の中で、非感染性疾患、いわゆる生活習

慣病等ですけれども、そういったものの予防は世界的に非常に大きい課題であり、そのた

めには、食事、運動のコントロールが非常に重要であるということが明示されております。

その中で、適切な食事をとっていくことの重要性が改めて認識され、世界的にこれを進め
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ていきましょうという動きがあり、その具体的な方策として、栄養表示の義務化によって、

栄養を確認して摂取するというようなことをしていくことが、バランスのとれた食事を進

めていく上で重要ではないかということで、コーデックスでも栄養表示の義務化について

検討することとなったところでございます。 

 世界的にも今のような動きがございまして、日本においても、カロリーの摂取の多さあ

るいは塩分の摂り過ぎといったような、より適切な食事をする必要性というものは、国民

の健康にとって非常に重要であり、広く食品に栄養表示が付されて、国民の方々がそれを

見比べて、より自分に望ましい栄養内容のものを選択するということは、国民の健康とい

う上で非常に重要だと思っております。 

 栄養表示については、多分見たい人がいるから表示させていくのだというだけではなく

て、栄養表示を広めていくとともに、今まで関心のなかった人も含めて、栄養表示を見て

いただいて、それで自分の望ましい食事というものを考えて下さいということを併せてや

っていくことが必要なのではないかと思っています。見たい人が少ないから要らないとい

うのではなく、もっとよく見て、選択してもらうことを進めながらやっていくべきものか

と思っております。 

○池戸座長 どうぞ。 

○市川委員 ありがとうございます。まずは、国民の健康の増進と受けとめていいのでし

ょうかということですね。もしそうであれば、この表示の義務化ということを目指してい

くのであれば、具体的に、国民の健康の増進についてどのような効果があるのかという予

測なり効果の程度を、ある程度お持ちなのでしょうか。 

○増田課長 栄養表示に限らずですけれども、表示が具体的にどういう効果を持つかとい

うのは非常に定量的にはかりづらい分野でございます。栄養表示は、もちろん、国民の健

康に資するという目的で各国でも行われているのですけれども、多分そこでの評価は、そ

れによって、例えば病気がこのぐらい減ったというものではなく、まず、その栄養につい

て関心を持つ、消費行動において、やはり見比べて買うというようなところが、そもそも

の出発点と考えているのが多いと私は感じております。そういう意味で、表示によって肥

満というか、例えば塩分の摂り過ぎの人が減らなければ効果がないのだとか、最終的に減

らすことが目的で、それがなされなかったら目的が達成されていないというものではなく

て、まず、栄養について国民の関心をもっと高めるとともに、栄養というものに気をつけ

た選択をしてもらうという消費行動を喚起していくこと、これがまず、この栄養表示の目

的の出発点だと思っております。 

○池戸座長 どうぞ。 

○市川委員 つまり喚起することで国民の健康を増進していきたいということですね。こ

れについては、消費者庁の栄養成分表示検討会の中でもやりとりがされていると思ってお

ります。議事録を読むと、畝山委員が、例えば健康を目指す、増進していくということで

あれば、同じ効果が得られるのであれば、コストはやはり一番低い方がいいのではないで
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すかと。例えば栄養表示を義務化することで、事業者がどれぐらいのコストを負担してい

くのかというところまではきちんと把握はできておりませんが、そういうコストが一番低

くて同じ効果が得られれば、別に表示の義務化というところに固執しなくてもいいのでは

ないかと思っています。つまり、他の政策であったり、消費者教育であったり、そういう

もので補完できるものであれば、何も栄養表示の義務化のところにこだわらなくてもいい

のではないかということです。 

○増田課長 おっしゃっている趣旨は理解しますし、栄養表示だけで何とかがなるわけで

もなく、消費者教育も非常に大事だと思っております。 

 表示も、そういった意味で、例えば栄養成分表等で栄養成分が確認できる生鮮食品等と

を含めて全部表示するというようなことは、多分コスト的にも問題はあると思っています

が、一方、加工食品のように一品一品内容が違うものは、それに表示していただかないと、

栄養成分がわからないという状況がありますので、表示により確認できるということは非

常に重要だと思っております。 

○池戸座長 堀江委員。 

○堀江委員 やはりこの機会に栄養表示をしないといけないと思います。それで、内容で

すけれども、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムとありますが、ナト

リウムは食塩相当量で今も一般的に表示されていますが、それを望みます。 

 それから、猶予期間をたっぷり設けて、それで容器包装ですとか何か表示するもののこ

と、それから、表示が今外れていても、また順次できるような、そんな環境を整えていた

だければと思います。 

○池戸座長 二瓶委員。 

○二瓶委員 一般論として、食生活の改善とか健康増進のために栄養成分に関する情報提

供が重要だというのは以前にも申し上げましたけれども、これは異論のないところだと思

うのですね。ただ、今日拝見するこの文書を見ますと、制度の枠組みとして、義務化の対

象、（ア）の対象食品で言われているような栄養の供給源としての寄与が小さいとか、あ

るいは年間の販売個数が一定以下とか、今回の議論はともかくとして、今後こういうこと

での線引きなんかが可能なものなのか。非常に困難だろうと思いますし、それから、(2)

の対象事業者についても非常に抽象的で、義務化の対象と同様にちょっとあいまいだと思

うのですね。 

 問題は、今までもずっと繰り返して言ってきたことなのですけれども、やはり実行可能

性の問題で、特に、単に事業規模だけではなくて、業態特性や商品特性ごとにそれぞれ実

行可能性、真正性や信頼性の確保という難題があるわけです。こうしたことは、やはり配

慮されるべきだと思います。 

 いずれにしても、義務制度化というのは、やはり十分な実態把握の上に慎重に検討して

いくべきである、従来の私の主張と同じなのですけれども、繰り返しなのですけれども、

そういう現状を踏まえて十分な検討や研究が必要だと改めて申し上げたいと思います。 
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 それから、ウの表示方法ですね。その（ア）の表示値の設定の記述なのですけれども、

かいつまんで言うと、「現行の誤差の許容範囲に縛られない計算値方式の導入」云々とあ

りますが、さきに申し上げました義務化の対象とか対象事業者で言っている中身と似たよ

うにあいまいで、果たしてこういうことで義務表示制度としての有効性というものは可能

なのだろうか、確保できるのだろうかという疑問があります。 

 ともかく義務化をして、栄養表示をしているかしていないかというだけの監視なんてい

うのは制度として非常に問題ですし、こうした内容であれば、後で触れられている、一定

の猶予期間までの間にさまざまな取組をしていく、環境づくりをしていくということがあ

りますけれども、それはそれでいいことなのですけれども、こういう内容であれば、消費

者や事業者や行政あるいは教育機関なりが協力して取り組む運動目標として位置付けて、

いわゆる食品表示制度というよりは、別体系のもので国民的に取り組んでいく課題にして

はどうかと私は思えてなりません。 

 そういう意味で言うと、環境づくりで述べられているように、さまざまな自主的な取組

等どんどん拡大・推進していくと。つまり、現行制度のもとでの栄養表示の拡大、任意表

示の拡大というのは大事ですし、現に多くの事業者が取り組んでいるわけです。私たちも、

そういう意味で言うと、情報提供のガイドライン等について、更に付加していきたいと思

っています。 

 しかし、一定の経過措置は当然あるとしても、まず、その義務化を決めて、さまざまな、

かつ困難な懸案については、その間に何とかというのはちょっと理解しがたいですね。順

序が逆ではないか。こうした義務化に向けての環境整備にあるような多様な取組を推進し

ていって、その中で実態把握、分析、研究とか課題整理をやっていく。その上で、いつ義

務化が可能なのかとか目標設定していくということであれば非常にわかりやすいと思いま

すし、そういう意味で言うと、順序だてをちょっと逆転させれば、この方向性については

かなり多くの方々の理解が得られるのではないかと思いますので、これも先ほどの原料原

産地のところでお話ししたように、各分野の方々を網羅したメンバーで、より専門的で深

い検討をしなければいけないと思います。 

○池戸座長 では順番で、丸山委員お願いします。 

○丸山委員 栄養表示の情報の提供を推進・拡大するということについては、共有化され

ていると思います。 

 それからもう一つ、３ページの上の方に必要性等と書いてある部分で言うと、諸外国の

ところでも進められていますけれども、その表示だけでそれぞれの国民の健康の問題がど

ういうふうに変わったということはあまり聞かない話でもありますし、また、表示をして

いれば変わるというものでもないというのは、先ほど話も出たとおりだと思います。 

 もう一方で、それをどういうふうに、いわゆる健康づくりと申しましょうか、表示を一

つのツールとして活用する教育とか、また、関心を持ったり、働きかけをするとか、消費

行動が変わるということを進める動きをつくるということで、結果としては生きてくるの
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だと思います。 

 ですから、そういうようなことも含めて必要性というようなことがあるのだと思います

ので、その車の両輪的な部分で言うと、その表示があって、それを推進するというか、受

け入れて、それを活用するというものをどうつくるのかというのをしっかりと位置付けた

方がいいのではないかと思います。 

 ですから、そのような意味で、環境整備というのは、そういう部分も含めてやっていく

中身であろうということと、それから、その数値とかソフトの問題とかというようなこと

も含めて両方あるかと考えていますということと、それから、表示の拡大の必要性という

ことで言えば、日本の食品加工の関係する人たちというのは、本当に中小零細の人たちも

含めていて、そういうところでは逆に、いわゆる原料原産地の部分よりももっと、直接お

聞きしてもわからないという部分でもあります。ただ、食生活的には、そういうようなと

ころの人たちも、是非実行できるようなものを少しずつでもいいからつくってほしいとい

う気持ちでもあります。そういう部分の人たちのものを利用しているものはたくさんあり

ます。ですから、そういうようなことを考えることをしてほしいと思います。 

 ですから、そういう意味で言えば、今、進められているいろいろな業界団体のところで

本当にこつこつ取り組んでいるものを、更に支援をしながら、そのところで最終的にほと

んど実際のところで実行されているような状態を一方で目指しながら、義務化というもの

に進めていくのがいいのではないかと思います。 

○池戸座長 どうぞ、森委員。 

○森委員 ただいまの二瓶委員、それから丸山委員の御意見に関連してということでござ

いますけれども、業界としても、皆さんも御存じのように、もう既に、任意ですけれども、

かなり栄養表示については取り組んできている状況でございます。ただ、やはり義務化と

いうことになりますと、これは一律にという話、中小事業者の方々への御配慮というもの

も提案はされていますけれども、基本的には、義務化というのは原則ということになりま

すので、そうなりますといろいろな課題があるということでございます。 

 先ほど海外では進んできているということですが、ただ、そのことも非常によく実態を

調べて検討していく必要があるのではないかと。例えば、諸外国における表示の実態とい

うことで、表示するためには本当に分析が必須であるのかどうか、分析がどの程度やられ

ているのか、それから、先ほどからも出ていますが、データベースがどの程度整備されて

いるのか、諸外国の制度では、そういった課題をどうやって解決してきているのか、また、

栄養に関する消費者教育はどう行われているのか等の実態、そういったものを事前に十分

調査していただいて、その実態を踏まえた上での検討というものが、義務化に向けては必

要なことではないかと考えてございます。 

 そういった意味では、我が国においても、先ほども言いましたように、事業者は自主的

に取り組んでいるわけですけれども、市川委員からもございましたように、栄養表示を消

費者の方がどの程度御利用になっているのか、それから、それに関する問題点ですね、栄
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養表示に関する問題点もあると思いますので、そういった調査・把握する必要が基本的に

はあるのではないか。 

 そういう意味から言いますと、表示の設定方法とか、中小事業者でもわかるような、表

示できるような合理的なデータベース等の必要な環境整備というものに先に取り組んでい

ただく、そういったことが先決であって、義務化の議論というのはそれから検討するのが

いいのではないかと考えてございます。そういうふうにしていただきたいと考えておりま

す。 

 ですから、当面、栄養表示の環境整備が整うまでは、ガイドライン等の整備によって自

主的な取組はできるだけやっていきたいと考えておりますので、別途、学識経験者等、幅

広い関係者による実行可能性の検証、それから、消費者の方は、どんなデータを利用して

いるのかといったようなところも含めて、検討をしていただくのがいいかと考えてござい

ます。 

 それから、ちょっと話が戻りますけれども、市川委員が先ほどおっしゃったように、加

工食品の栄養表示をするその目的は何ですかという御質問があったと思いますけれども、

基本的には、１日に摂取する全ての食品の量を考えるならば、加工食品から摂取するとい

うのはかなり限られている部分もあるのかなといった意味から言うと、加工食品に栄養表

示をつけるという意味、目的は何かといったことも深く考えていく必要があるのではない

かと考えているところでございます。 

 以上です。 

○池戸座長 では、中村委員。 

○中村委員 健康増進法が国民に責務を求めているわけで、責務を定めていまして、自ら

の健康を自覚するとともに、健康増進に努めなければならない、こういう観点からします

と、５年でどうのということですけれども、それではあまりにも時間がかかり過ぎるので

はないかと。特に食塩については、非常に喫緊の課題ではないかと私は思います。 

 日本の加工食品は、現在大変おいしくなっていて、その中には呈味成分というものが多

く寄与しています。特に塩なれ効果ということを標榜する添加物とか食品原材料が多く見

られて、その結果、実際に入っている食塩に比べて、人が感じる塩味は、私たちの子ども

のころに比べたら、今は随分薄くなっているわけですね。例えば、おにぎりには塩飯を使

いますけれども、その中にはアミノ酸等も入れていまして、塩なれ効果もあって塩味がか

なり薄くなると。 

 したがって、日本人の健康を考えると、食塩相当量、他のエネルギーとかそういうこと

も必要でしょうけれども、食塩相当量については、これは本当に早い時期に義務化しても

らって、国民が本当に健康でいけるようにやっていただきたいと私は思います。 

○池戸座長 鬼武委員。 

○鬼武委員 私の方で机上配付したコメントペーパーのところを御覧下さい。それで、栄

養表示の義務化の考え方の中身については、３ページから６ページまで少し修文をしてい



 

 

32 

ますので、後で事務局の方で御検討いただければということが１点です。この各論で私が

今から申し上げたいのは、先ほどの各論のひとつであった原料原産地と一方で違うのです

けれども、今、国際的な動向なり認識がどうあるかということをもう一度日本の中で共有

化するといいますか、本検討会の中で一つは認識すべきではないかと思っています。 

 これまでの議論の中で、やはり、言い方は違うにしても、公衆衛生上なり、そういう観

点から、栄養表示についての表示をするということについては、本検討会の各委員は反対

しないと思うのです。いろいろな意見も、あと実行性とかということも含めて出されてい

ますが、その中で、事務局の方から出されたものもありますが、コーデックス食品表示部

会の中でこの間、議論されていることで申しますと、私の方の資料でいきますと別紙の資

料３の論点のところに書いてありますけれども、日本のこの電子作業グループに参画して、

実行性、コスト・ベネフィット等重要な議論についてもやってきています。 

 一方で、コーデックス食品規格委員会の中では、ヨーロッパなりアメリカ、オーストラ

リア、ニュージーランド、カナダという先進国では、義務化の議論のところより、既にア

メリカはもう何十年も前から義務化を実行しており、いろいろ苦労はしているとは予想さ

れますけれども、創意工夫して栄養成分の義務化を実行してきています。ヨーロッパは今

回、法律改正が成って、５年先を目指して栄養表示の義務化ということに戦略が向かって

いる中で、これら先進国の方では、栄養表示については消費者の視点からのラベル表示利

用のし易さ、例えば裏に書いてある100グラム当たりなり１食量というのが、わかりにく

いということで、アメリカでは、フロント・オブ・パッケージに、明らかに消費者が選択

する上でわかりやすく、３つ星とか、２つ星とか、１つ星とかゼロとかということで、明

らかに過剰摂取が問題となる脂質とかエネルギーとか、重要なメルクマールがあるので、

それに基づいて星をつけて、それは一般の人もわかるように表示をしようというところま

で踏み込んでいるわけです。 

 そういう中で、日本は引き続き、義務化の是非について議論をしているのです。私は、

国際的にみて日本が栄養表示の点ではルールとして見ても、そこは非常に遅れていると感

じています。要するに、今回、コーデックス栄養表示に関するガイドラインの中で重要な

ところは、今までは日本と同じように、例えば栄養強調表示もしくはヘルスクレームされ

た場合には義務的表示が必要で、それ以外の場合は任意表示だったのです。今回の改正で

は、それ以外の全ての食品についても義務的表示を課すということがコーデックス食品表

示部会５月カナダセッションでステップ5/8に進めることが決まって、今年の総会で、多

分反対はないでしょうから、ステップは進むわけです。その中のエグゼンプトというか除

外規定のところのいろいろな国内の事情というところで、今年のセッションは出席してお

りませんけれども、去年行った限りでは、どちらかというと新興国なり、そういうところ

が、いわゆる国内でいろいろなインフラが整備されていないとかの理由から食品の栄養成

分に関するのデータベースがないとかということで、むしろそういうことの理由から推奨

しないとできないということです。繰り返しますと、どちらかというとエグゼンプト、反
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対しているところは、新興国が中心となっていることです。 

 そういうところから見ると、日本が食品表示の中で栄養表示、この部分については、私

は未だ義務表示の是非についてしか議論ができていないことが恥ずかしいと思っています。

遅れていると思っています。それを今回は少し進めないといけないでしょうし、昨年の栄

養成分表示検討会の中でも随分議論してきており、そこの検討会の中では、各論としても、

国民栄養調査を再解析して、先ほどどなたかナトリウムなりが重要だと言って、ナトリウ

ムの摂取量が多いことが最重要課題であること、そういう視点からすると、栄養成分表示

検討会でもある程度方向性は出ていると認識しています。その検討会報告書の勧告に沿っ

てどう進めるかということですから、これまでに発言したように国際的な状況を是非認識

してもらって、ここで私は日本が遅れてはいけないと思っているわけです。先進国と同じ

ような議論をしていくためにも、是非とも栄養表示の義務化をどういうふうにするかとい

うことの具体的な課題はまだまだあるかもしれませんけれども、そこに踏み込めるかとい

うところでいくと、各論としては、栄養表示義務化について自信を持ってこれはやるべき

だと思っています。 

 以上です。 

○池戸座長 森田委員。 

○森田委員 栄養成分表示の検討に関しては2010年12月から検討会が始まっていて、この

一元化検討会では、そこの方向性を定めるということが宿題になっているわけです。今、

鬼武委員もおっしゃられたとおり、国際的な情勢ということもありますし、それから、実

行可能性ということについては、確かに細かい除外規定を設けなければいけないものは出

てくると思いますけれども、計算値でよいこと、それから誤差も配慮しているということ

も含めて、かなりそこの実行可能性という部分に関しても配慮されていると思いますので、

表示の義務化ということは、やはりここで定めていくべきだと思います。 

 表示の義務化の目的なのですけれども、先ほど健康増進という目的でということが出て

きていますけれども、食品表示の前回やった報告書の総論全体のことを思い出してみると、

安全性に関して最優先に配慮するということがありまして、私から見ると、それこそ食品

添加物とか遺伝子組換え食品の表示よりも、ナトリウムの表示とかカロリーの表示の方が

安全性に関する項目だと認識しています。そういう消費者もいるわけです。健康だけでは

なくて、安全に関しても、消費者の権利ということを確保するために栄養成分表示は大事

ということで、ここに安全性ということは全然書かれていないのですけれども、そういう

消費者のニーズからも、もちろん、今後検証していくことは可能ですけれども、やはりこ

こで義務化という方向性を打ち出していくべきだと思います。 

 先ほどから、環境整備が先か表示義務化が先かという話がありますが、義務化をここで

決めないと、環境整備も進まないのではないかと思います。ですから、まず義務化の方向

性を定めて、そこで環境整備をしていく中で、おそらく、例えば今回計算値ということで

かなり乱暴なところもありますので、真正性が保てないものに関しては除外規定を設ける
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とか、2003年から５年間あるわけですから、考えてみたら2010年12月から検討が始まって、

その５年後だったら、もう８年近くになるわけですね。ＥＵは５年ですけれども、日本で

も、あと５年先と決めたら十分に議論はできるわけです。それから、５年先ということで

定めるのであれば、やはり成分を、この先変わるかもしれないからと書いてありますけれ

ども、決めるべきだと思います。例えばコーデックスは７成分ということになっています

し、これまで２成分とか３成分とか、いろいろな話が出ていますけれども、栄養成分表示

検討会からの宿題をきちんと踏まえると、もう５成分という方向性は今ある程度示してい

かないと、環境整備ということに関しても進まない、またもとに戻ってしまうということ

もあります。 

 ですから、ここで成分を決めたり、それから義務化の方向性を決めて、そして５年間、

例えばこのワーキングなり消費者庁の中で検討会を設けていただいて、そこでできない除

外規定のものの細かいことを定めていきながら、工程表をきちんと５年間定めて義務化の

方向に持っていくとしていただければと思います。 

○池戸座長 では、山根委員。 

○山根委員 私も森田委員の意見に賛成です。是非、今回義務化を定めてほしいと思って

います。 

 栄養表示に関しては、検討会で去年きちんと議論されて、実態調査等々も踏まえて議論

が進んで、方向性が報告書に定まっておりますので、それを生かして、今回義務化を定め

てほしいと思っています。 

 意見書にも書きましたけれども、今は特定の栄養素を強調する言葉を使ったときだけが

対象ですから、定め方も含めて、消費者にも、事業者にもわかりにくい制度になっている

ので、改める必要がある。今は、輸入品にその栄養表示が書かれていても、国内で制度化

されていないために翻訳されていないという現状もありますので、全ての商品にきちんと

栄養表示が書かれて、それを理解して消費者が選ぶ、健康に生かすということに早く取り

組んでいただきたいと思います。 

 私も、５年というのがちょっと長いという印象は持っていますけれども、できるところ

からきちんと進めて、早くに全体に整備が広がればいいと思っています。 

○池戸座長 どうぞ。 

○鬼武委員 先ほど言い忘れた追加で１つだけ発言します。私の資料の別紙の資料３の７

ページのところを見て下さい。これは、多分事務局の方は御存じだと思いますし、コーデ

ックスの食品表示部会のところで、これは2010年に出された附属の資料で、栄養義務化関

連の問題ということで、国際会議の中でも十分にコストとベネフィットなり、それが８ペ

ージのところで、消費者なり政府のコストのかかる点、それから、便益としての消費者、

政府、産業界ということで、この検討会で問題にされている点も課題として全部網羅され

ていると思いますし、10ページのところでは、実際にはこの除外されるような規定につい

ても、栄養素として無視できるような食品については除外にするとか、いろいろ事業者な
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りということで、そういうことも全て書かれてありますので、この辺をもう一度オーソラ

イズすれば、一つは、栄養表示義務化のところのハードルとなっているところも解決でき

ると思っています。 

 あと、13ページのところは、これはＥＵの方、今回の義務的栄養表示の要件の一つとし

て、成分として、情報としてＥＵに必要のないものということで除外規定があります。栄

養表示義務化の課題の中で、除外規定を最初から列記することは、個人的には好ましいも

のと思わないのですが、これまで検討会の中で議論された実行可能性からすると、このよ

うな事例も考慮すれば、ある程度、日本の中でも法体系としては整理ができるのではない

かと思っています。是非こういう点は参考にしていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○池戸座長 では、市川委員。 

○市川委員 私は、最初に述べたように、この栄養表示成分の義務化については拙速であ

ってはいけないと思っています。まず義務化ありきではなくて、やはり消費者に活用して

もらえる表示にするにはどういうふうにすればいいのかとか、健康増進するためには本当

に何が必要なのかというあたり、まずは環境整備が最初であって、順番が逆だと思ってい

ます。そのことをお伝えしておきたいと思います。 

 それから、海外ではもう義務化が当たり前というお話を森田委員、鬼武委員が一生懸命

されています。確かにそれは事実としてあるかもしれませんが、日本は日本としての健康

長寿国というプライドを持ってこの栄養表示に臨んでもいいのではないかと思いますが、

世界的に見ると端っこにいる日本の何とか感覚になってしまうのでしょうか。でも私は、

日本という国は、借金を抱えている国だという現実をもっと消費者も国民も知るべきだと

思っています。借金時計というのがインターネットにありまして、現在900兆円ぐらいを

超えていると出ています。それは国民１人当たりにすると、１人705万円ぐらい４月時点

で借金を背負っているという現実があるそうです。 

 これは本論とはちょっと関係ないのですけれども、義務化をするということは、やはり

企業は意図するしないにかかわらず違反になってしまうと制裁を受けるわけです。日本と

いう国は、一度決まりをつくると、事業者も一生懸命努力もします。でも、違反になって

しまったところに厳しい制裁を社会が科すという、そういう風潮があります。厳しいルー

ルをつくって、自分たちの事業者の首を絞めるようなことをするのは、本当に消費者のた

めになるのでしょうか。 

○池戸座長 手島委員。 

○手島委員 今のお話なのですけれども、外国の製品に関してはかなりの部分がもう表示

されているということ、それから、国内の製品に関しても、自主的にではあるのですけれ

ども、かなり表示されてきているのが現状ではないかと思うのです。私は、義務化という

のを前提に議論した方がいいと考えているわけですけれども、その中で例外規定、中小企

業等の保護ということもあります。そういった形での例外規定等をつけることによって、
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実行可能な表示制度というものを進めていくということで、まず義務化という形をとった

方がいいのではないかと考えます。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 二瓶委員。 

○二瓶委員 先ほどの市川委員の御意見に重なりますけれども、栄養成分に関する情報提

供は非常に大事だということは先ほども言いましたけれども、その重要性は痛感しており

ますし、現に任意表示も進んでいるわけですけれども、ただ、義務化に向けて、義務化を

目指してさまざまな取組、環境づくりを推進していくというのと、先に義務化を決めて、

施行後５年なら５年でさまざまな課題について何とかそれまでに解決しておこうというの

では、やはり根本的に違うのだろうと思うんですね。 

 よくビジネスの世界でも、ＭＢＯといいますか、目標管理型の仕事というのはあるので

すけれども、こういった制度については、やはりきちんと慎重にしなければいけないと思

いますし、それから、鬼武委員が御紹介していただいているような海外の事例とかという

ものについても、内容や進め方とか成果とか問題点について、私だけかもしれませんけれ

ども、必ずしも共有化できる段階でもないと思いますので、そういうものもきちんと確認

した上で、それを含めた議論が本来必要なのだと思いますね。これは、原料原産地と同様

に、やはりより専門的なというか、幅広い議論が本来必要であった、これは一番最初に申

し上げたことで、この一元化と併せて、並行して、そういうことをやっていくべきだった、

やっておくべきだと繰り返し言ってきたわけですけれども、こういう到達状況なので、国

際的には大きな流れとして義務化なのだと言われても、実行する側としては、まだまだ不

安材料がたくさん残されているという意味で議論不足だと思いますので、しかるべき場所

で更に熟議を重ねる必要があると思います。 

○池戸座長 では、仲谷委員。 

○仲谷委員 栄養成分を義務化するかどうかというのはいろいろ議論があるところでしょ

うけれども、栄養成分を情報として消費者に提供するということについて否定される理由

はないのではないかと私は思います。そういった中で言いますと、既にもう加工食品の抜

き取りでも80％を超える表示がされているということですが、ただ、消費者が摂取する食

品の全体から見ると、やはり加工食品ということで、このカバー率はそんなに高くないの

ではないかと。栄養摂取から見たときにですね。そういった意味から言うと、やはりでき

るだけ幅広い商品に栄養成分が表示されるためにはどういう方法がいいかということを議

論していくということと、そのためには、ここの現行制度下での栄養表示の拡大というと

ころを、義務化云々の前に、やはりできるだけ早く実行することが重要ではないかと思い

ます。 

 それに加えて、やはり表示をしても、どういうふうに活用してもらえるかということを

考えたときに、表示方法であるとか、あるいは啓蒙であるとか、そういったところを具体

的に落とし込んで表現すべきではないかと思いますのと、もう一つは、今５項目の表示で
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すが、先ほどあったように、ナトリウムなり塩分、それとカロリーということであれば、

今もう既に八十何％の表示がされているのであれば、より有効な表示は何かということを

ガイドライン化するとか、そういったところで対応を早急にすることが必要ではないかと

思います。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 森委員。 

○森委員 先ほどからもいろいろ表示の義務化のことで御議論がある中で、これは、消費

者庁が昨年行いました栄養成分表示の検討会の報告書というものがございます。これにつ

きましては、事業者にとって実行可能な表示方法とか、消費者にとってわかりやすく、活

用しやすい表示方法、それから、行政による効果的な監視、執行体制、国民への普及啓発

等、そういったことについて検討がなされ、必要な措置が講じられることを前提に栄養表

示の義務化を目指していくことが適当であるということですので、基本的には、環境整備

をまずやりましょうということが前提になっているかと思います。 

 そういったことから言いますと、先ほども申し上げましたように、中小事業者の方も含

めて実行ができるような環境を整備する。当然、海外の方では栄養表示を推進する方向に

動いてきているということですから、日本の方向も決してそうではないということだと思

うのですね。ただ、それをどうやって進めるかということを具体的に検討していく必要が

あるのではないかということだと思うのです。 

 ですから、まず最初に義務化が先行するということではなくて、やはり実行可能性とい

うことをまず先にやるということで、その中で事業者が、自信を持っていくということが

非常に大切ではないかと考えております。 

○池戸座長 その他、いかがですか。 

 この問題については、栄養成分表示の検討会を踏まえてということになっているのです

が、いずれにしても、健康栄養政策とのリンクという形になると思います。御案内のとお

り、新たな健康日本21の計画もできていますし、もうここ十数年間、これについては、例

えば食生活指針の閣議決定の中でも、食品関係事業者も表示をできるだけ進めるという自

主的な形でやられてきたという経緯があるということですので、多分この案は、それのよ

り効果的なやり方として、最初に義務化ありき、ただし条件がセットですよという、だか

ら、環境整備の中身、除外規定、それから、あとは時期をどうするかという、そこのとこ

ろをどう最初の方針として打ち出すかという議論だと思っております。 

 確かにＥＵも、義務化とはいっても、日本と同じではなくともそれほど違った状況にお

いて、栄養関係はむしろ振興的な姿勢を示していると思うのですけれども、あそこも、鬼

武委員が示していただいた資料を見ると、例外規定はあまりないですよね。中小企業とか

に対してもですね。ただ、それではどういう対策をしているかみたいな具体的な取組実態、

５年と最初から明記しておりますので、そういったところのことも、先ほど御意見が出ま

したけれども、やはり参考にして進めていくということかと思います。 
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 今日はもう時間が過ぎていますので、また次のときにこれも含めて議論させていただく

という形でやらせていただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○福嶋消費者庁長官 どうもありがとうございました。ちょっと議論の中身に今の段階で

私が立ち入ったお話はしないようにしたいと思いますが、消費者庁の栄養表示の検討会の

話が今、森委員からちょっと出ましたので、そのことだけ確認をしておきたいと思います。

栄養表示の検討会の結論というのは、活用ですとか環境整備をまずやって、その後、義務

化をするという中身ではありません。だからこそ、この一元化の中で検討していただきた

いということを提起しているわけですので。どちらが先かということで、結局義務化はそ

の後ですということをまとめたものではありませんので、そのことだけお話をしておきま

す。 

○池戸座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、鬼武委員。 

○鬼武委員 本日の議題とは全然別の案件ですけれども、今日の議題の中身が、既に昨日

の新聞に詳しく載っていたのですけれども、どうして事前にそういうものが出るのですか、

教えて下さい。事前に新聞に今回かなり詳しく今日の議論される中身が既に載っており、

私どもの関係者からもうその議論が成立したのかという問い合わせが寄せられて、新聞記

事に気づきました。 

○平山企画官 確かに新聞に載っておりましたけれども、我々から情報提供したことはご

ざいませんので、我々もどうして載っているのかなということで不思議に思っております。

取材は一切受けておりません。 

○鬼武委員 わかりました。それだったら結構です。 

○池戸座長 あと、議題以外で委員の方から文書等で御意見をいただいていますけれども、

何か御意見等ございましたら。どうですか。どうぞ。 

○山根委員 今回、このとりまとめというか、できた後に、パブリックコメントは予定し

ていないというようなことをつい最近伺ったのですが、私はてっきりあるものと思ってい

て、何かこういう法令化に向かうようなものにパブリックコメントをしないということは

ないということも聞いていたのですが、是非やっていただきたいと思いますが、いかがな

のでしょうか。 

○増田課長 報告書についてパブリックコメントをするということは現時点において考え

ておりません。ただ、法律は法律で、もちろん国会を含め御議論ありますし、更に、下位

法令で具体的な義務付けをすることを想定しているわけですけれども、そのときには当然、

しかるべき、もし審議会にかかるのであれば、審議会にかかり、法定のパブリックコメン

トの手続がなされますので、その段階、その段階で具体的に法令になる段階では、当然所

要の手続はとられます。報告書はあくまで、基本的な方向性ですので、これをまたパブリ

ックコメントをして、もう一回検討会で議論することは、今のところ考えていないという
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ことです。 

○池戸座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、ちょっと時間がオーバーして申しわけございませんでしたけれども、本日も

活発な御意見ありがとうございます。本日はこれにて閉会とさせていただきます。 

 なお、次回の検討会につきましては、本日の議論を踏まえまして開催日を調整したいと

考えておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。どうもお疲れさまでした。 

午後 ０時３３分 閉会 

 


